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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第８号)を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第121期中 第122期中 第123期中 第121期 第122期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 354,551 368,960 370,308 760,038 781,798

経常利益 (百万円) 13,921 14,127 14,749 30,925 33,416

中間(当期)純利益 (百万円) 7,647 9,203 5,652 18,710 18,291

純資産額 (百万円) 175,207 200,630 212,861 194,789 213,194

総資産額 (百万円) 458,818 452,824 461,786 493,553 474,895

１株当たり純資産額 (円) 784.82 855.81 902.00 867.91 901.87

１株当たり 
中間(当期)純利益金額

(円) 34.35 41.14 25.68 83.23 82.43

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益金額

(円) 34.20 40.94 25.61 82.71 82.02

自己資本比率 (％) 38.19 41.49 43.02 39.47 41.80

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 10,067 11,627 3,131 35,559 35,519

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,450 5,484 △11,294 1,352 △957

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,952 △26,654 △481 △23,687 △38,834

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 24,268 26,905 25,132 36,342 33,023

従業員数 
(外 平均臨時雇用者数)

(名)
9,530 

(8,420)
9,005

(8,002)
9,284

(8,474)
9,191 

(7,840)
8,834

(8,248)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第８号)を適用しております。 

  

回次 第121期中 第122期中 第123期中 第121期 第122期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 205,638 210,859 215,956 444,263 454,951

経常利益 (百万円) 10,091 10,145 12,827 21,629 22,832

中間(当期)純利益 (百万円) 5,712 7,218 5,660 13,147 12,383

資本金 (百万円) 35,568 36,265 36,681 36,122 36,600

発行済株式総数 (千株) 223,314 224,607 225,306 224,360 225,179

純資産額 (百万円) 145,354 151,279 156,386 159,858 156,760

総資産額 (百万円) 319,821 322,695 326,233 353,057 333,255

１株当たり純資産額 (円) 651.10 688.74 708.31 712.19 710.78

１株当たり
中間(当期)純利益金額

(円) 25.65 32.27 25.71 58.34 55.81

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益金額

(円) 25.55 32.11 25.65 57.97 55.53

１株当たり配当額 (円) 5.00 5.00 5.00 14.00 14.00

自己資本比率 (％) 45.45 46.86 47.81 45.28 46.94

従業員数
(外 平均臨時雇用者数)

(名)
3,938 

(3,707)
3,777

(3,886)
3,605

(4,085)
3,797 

(3,685)
3,632

(3,872)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について重要

な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。 

  

 
  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(主として１日８時間換算)は( )内に期中平均人員を外数で記載

しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(１日８時間換算)は( )内に期中平均人員を外数で記載しており

ます。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

名称 住所 資本金
主要な事業の

内容
議決権の所有
割合(％）

関係内容

役員の兼任等 資金援助貸
付金(百万

円)

営業上の取
引

設備の賃貸
借等当社役員

(名）
当社従業員

（名）

(連結子会社)

瀋陽伊勢丹百
貨有限公司

中華人民共和
国遼寧省瀋陽
市

米ドル
百貨店業 100.0 ― 5 ― なし なし

7,450,000

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

百貨店業 7,872(6,209)

クレジット・金融業 309 (254)

小売・専門店業 559(1,678)

その他事業 544 (333)

合計 9,284(8,474)

従業員数(名) 3,605(4,085)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景とした雇用環境の改善等が進み、

依然として個人消費には足踏みが見られるものの、景気は総じて底堅く推移し回復基調を維持いたしま

した。しかしながら、原油価格高騰の影響による消費財の値上がりや米国経済の不安定さ、ゼロ金利解

除に伴う金利の上昇等が、経営環境の先行きに不透明感をもたらしています。 

百貨店業界におきましても、大型商業施設の開業や既存店の改装等が相次ぎ、同業・他業態との間の

競争激化により厳しい経営環境が続いております。 

こうした中、当社グループにおきましては、「伊勢丹グループ10年ビジョン」に基づく第一ステップ

として、平成18年度を初年度とする新しい３年間の取組みをスタートさせております。 

当ビジョンにおいて当社グループは、お客さま一人ひとりのニーズに対応し、モノ(商品)やコト(サ

ービス)を提供することでお客さまの様々なお悩みを解決し、生活全般にわたってご相談いただけるよ

うなトータルライフ・アテンダントになることを目指してまいります。 

このため、当中間連結会計期間におきましても、これらの目指す姿を実現するために、引き続きお客

さまとの信頼関係の再構築、及び顧客満足を追求していくためのグループ運営体制の確立に取り組んで

おります。 

具体的には、店頭における顧客起点の実現に向けて、商品管理・顧客情報等に関するシステムを活用

するとともに、グループ運営体制の強化策として、提携百貨店とのシステム統合や当社グループの重要

な顧客戦略である「アイカード」の利用拡大を推進しております。また、百貨店業、小売・専門店業で

は、お客さまのニーズに応えるため、店舗の積極的なリモデル・出店を行っております。 

以上のような諸施策を実施した結果、連結売上高については、㈱岩田屋の会計期間変更により、同社

の前年同期実績が前年３月から９月までの７ヵ月間(当中間連結会計期間は、本年４月から９月までの

６ヵ月間)であったことや、事業の売却により連結の範囲から除外した㈱バーニーズジャパンの前年３

月から５月まで(３ヵ月間)の実績が、前中間連結会計期間の連結業績に含まれていることによる影響が

あったものの、㈱伊勢丹や海外の百貨店業各社が増収となり、370,308百万円(前中間連結会計期間比

100.4％)となりました。連結営業利益については、連結売上高の増加や前記した㈱岩田屋・㈱バーニー

ズジャパンの影響による経費減少により14,394百万円(前中間連結会計期間比107.6％)、連結経常利益

については14,749百万円(前中間連結会計期間比104.4％)となりました。連結中間純利益については、

特別利益の減少と特別損失の増加により、5,652百万円(前中間連結会計期間比61.4％)となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 百貨店業 

百貨店業におきましては、㈱岩田屋の前年同期実績が前年３月から９月までの７ヵ月間であったこ

とによる影響があったものの、㈱伊勢丹や海外の各社が増収となり、業績が拡大しました。 

 ㈱伊勢丹では、戦略的投資として本店の再開発を進めており、本年６月には地下食品フロアを、ま

た、本年９月にはメンズ館の一部をリモデルオープンしました。これらのリモデル工事により、売場

面積の縮小があったものの、本店で売上高が前年同期を上回ったほか、本支店合計でも売上高が前年

同期を上回りました。 

また、㈱静岡伊勢丹、㈱小倉伊勢丹の売上高が前年同期を上回り、海外におきましても、シンガポ

ール、マレーシア、中国の各社がそれぞれ売上高を伸ばしました。なお、本年５月には、四川省成都

市に中国で５店目の出店となる成都伊勢丹を開店し、地元のお客さまに好評を博しております。 

この結果、売上高は338,355百万円(前中間連結会計期間比100.7％)、営業利益11,779百万円(前中

間連結会計期間比118.0％)となりました。 

  



② クレジット・金融業 

クレジット・金融業におきましては、ショッピング部門でグループ百貨店各社のアイカード取扱高

が伸びたため、㈱伊勢丹アイカードでは、売上高が前年同期を上回ったものの、一方で利息返還損失

引当金の繰入等、経費の増加により減益となりました。 

この結果、売上高は7,130百万円(前中間連結会計期間比105.5％)、営業利益2,111百万円(前中間連

結会計期間比92.0％)となりました。 

  

③ 小売・専門店業 

小売・専門店業におきましては、㈱クイーンズ伊勢丹が本年４月に新業態として駅の中に展開する

小型店舗のクイーンズアイ藤沢店を、また、本年５月にはひばりが丘店を出店する等、積極的に出店

を行った結果、売上高が前年同期を上回りました。また、㈱マミーナは、「アナスイ」ブランド等の

伸張により売上高が前年同期を上回りました。しかし、前中間連結会計期間に事業の売却により連結

の範囲から除外した㈱バーニーズジャパンの実績が前年同期実績に含まれることによる影響により、

売上高は30,023百万円(前中間連結会計期間比94.5％)、営業利益は211百万円(前中間連結会計期間比

27.4％)となりました。 

  

④ その他事業 

その他事業におきましては、㈱伊勢丹ビジネスサポートが物流業務を、㈱伊勢丹ビルマネジメント

サービスがビルメンテナンス業務を、㈱伊勢丹キャリアデザインが教育・採用業務をそれぞれ当社グ

ループより受託し、当社グループを支える横串機能の専門性を高めております。 

この結果、売上高は20,206百万円(前中間連結会計期間比105.6％)、営業利益は283百万円(前中間

連結会計期間比139.0％)となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

国内部門では、百貨店業におきまして、㈱伊勢丹が戦略的投資としてリモデルを推進したことによ

り売上高が前年同期を上回り、㈱静岡伊勢丹、㈱小倉伊勢丹も売上高が前年同期を上回りました。 

また、小売・専門店業におきまして、新規出店を積極的に行った㈱クイーンズ伊勢丹の売上高が、

クレジット・金融業におきまして、ショッピング部門が好調に推移した㈱伊勢丹アイカードの売上高

が、それぞれ前年同期を上回りました。 

以上の結果、㈱岩田屋が会計期間を変更したことや、前中間連結会計期間に㈱バーニーズジャパン

を連結の範囲から除外したことによる影響はありましたが、売上高は335,566百万円(前中間連結会計

期間比98.4％)と軽微な減収に止めることができました。また、営業利益は12,956百万円(前中間連結

会計期間比108.7％)となりました。 

  

② その他の地域 

海外部門では、高い経済成長率に支えられた中国、東南アジアに所在する百貨店業各社の業績が好

調に推移いたしました。なお、本年５月には、四川省成都市に中国で５店目の出店となる成都伊勢丹

を開店しております。 

以上の結果、売上高は35,238百万円(前中間連結会計期間比124.4％)、営業利益1,544百万円(前中

間連結会計期間比106.2％)となりました。 

  



(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、25,132百万円であり、前中間連結会計期間に

比べ、1,772百万円減少(前中間連結会計期間比6.6％減少)しました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりでありま

す。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は3,131百万円であり、前中間連結会計期

間に比べ 8,496百万円減少(前中間連結会計期間比73.1%減少)しました。これは、税金等調整前中間純

利益が3,697百万円減少したこと、仕入債務の支払いが3,621百万円増加したこと等によるものです。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間において投資活動に使用した資金は、11,294百万円(前中間連結会計期間は5,484

百万円の獲得)となりました。これは、差入敷金保証金の回収が5,862百万円減少したこと、有形・無形

固定資産の取得による支出が4,050百万円増加したこと等によるものです。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間において財務活動により使用した資金は481百万円であり、前中間連結会計期間

に比べ 26,173百万円減少(前中間連結会計期間比98.2%減少)しました。これは、有利子負債の削減額が 

18,415百万円減少したことと自己株式の取得による支出が9,490百万円減少したことによるものです。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 当社グループ(当社及び当社の関係会社)においては、百貨店業、クレジット・金融業、小売・専門店

業及びその他事業を行っており、生産及び受注については該当事項はありません。 
  

(2) 販売の状況 

当中間連結会計期間における販売の状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

  

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 売上高(百万円) 前年同期比(％)

百貨店業 337,930 100.7

クレジット・金融業 4,313 105.8

小売・専門店業 24,971 93.3

その他事業 3,093 115.5

合計 370,308 100.4



当社グループにおける主要な事業である百貨店業についての状況は以下のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

※２ ㈱伊勢丹の売上高には、業務提携や業務支援等に伴う収入が含まれております。 

※３ ㈱岩田屋の売上高には、興行等による収入が含まれております。 

※４ ㈱岩田屋は、決算期を変更したことにより、前中間連結会計期間の実績が平成18年３月１日から平成18年９

月30日までの７ヵ月間となっております。 

※５ 成都伊勢丹百貨有限公司は、平成19年５月に営業を開始しております。 

  

区分

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

売上高(百万円) 構成比(％) 前年同期比(％)

会社別

㈱伊勢丹 ※２ 218,377 64.6 102.5

㈱静岡伊勢丹 11,396 3.4 101.7

㈱新潟伊勢丹 17,834 5.3 96.3

㈱小倉伊勢丹 8,215 2.4 104.7

㈱岩田屋 ※３、４ 49,134 14.5 84.2

イセタン(シンガポール)Ltd. 12,704 3.8 118.5

イセタン(タイランド)Co.,Ltd. 2,146 0.6 117.1

イセタン オブ ジャパンSdn. Bhd. 
(マレーシア)

8,354 2.5 124.8

上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司 4,899 1.4 118.8

天津伊勢丹有限公司 4,580 1.4 143.5

上海錦江伊勢丹有限公司 1,311 0.4 113.3

済南伊勢丹百貨有限公司 376 0.1 133.3

成都伊勢丹百貨有限公司 ※５ 334 0.1 ―

イセタン オブ ジャパンLtd.(香港) 35 0.0 52.1

消去 △1,771 △0.5 113.4

合計 337,930 100.0 100.7

商品別

衣料品 158,987 47.0 98.1

身廻品 40,596 12.0 105.1

雑貨 46,838 13.9 101.1

家庭用品 13,736 4.1 104.7

食料品 58,819 17.4 99.6

その他 20,722 6.1 115.9

消去 △1,771 △0.5 113.4

合計 337,930 100.0 100.7



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が対処すべき課題について、重

要な変更及び新たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当社と株式会社三越は、両社が持つ経営資源を最大限に活用するために、平成20年４月１日(予定)を期

して、株式移転により、株式会社三越伊勢丹ホールディングスを設立することについて合意に達し、平成

19年８月23日開催の両社取締役会において本株式移転による経営統合に関する「統合契約書」を締結する

ことを決議いたしました。また、平成19年11月20日開催の両社臨時株主総会において、本株式移転が承認

されました。 

なお、詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 (1) 中間連結財務諸表

(追加情報)」に記載のとおりであります。 

  

５ 【研究開発活動】 

特に記載する事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間に次の設備を新設いたしました。 

  

 
  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の改修についての重要な

変更は、次のとおりであります。 

(1) 新設 

  

 
  

(2) 改修 

  

 
※１ 提出日現在までに完成しております。 

※２ 当初の計画では、投資予定金額は1,800百万円でしたが、1,606百万円に変更しております。 

※３ 当初の計画では、平成19年10月～平成19年12月の売上高は７億円でしたが、年間売上高28億円に変更して

おります。 

   ※４ 当初の計画では、投資予定金額は1,360百万円でしたが、1,410百万円に変更しております。 

※５ 当初の計画では、平成19年12月に完了の予定でしたが、平成20年１月に変更しております。 

※６ キャッシュマネジメントシステムによる当社グループ内の借入金であります。 

※７ 当初の計画では、年間売上高30億円でしたが、25億円に変更しております。 

※８ 当初の計画では、投資予定金額は16,200百万円でしたが、16,000百万円に変更しております。 

会社名 
事業所名

所在地
事業の種類別 
セグメントの 

名称
設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
土地

(面積千㎡)
その他 合計

成都伊勢丹 
百貨有限公司

中華人民共和国 
四川省成都市

百貨店業 店舗 1,069 ― 15 1,084 552

㈱クイーンズ
伊勢丹

東京都西東京市
小売・ 
専門店業

店舗 408 ― 124 532 100

会社名 
事業所名

所在地
事業の種類別 
セグメントの 

名称

設備の 
内容

投資予定金額
資金調
達方法

着手及び完了予定
完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了

イセタンオブ
ジャパン 
Sdn.Bhd.

マレーシア 
クアラルンプー
ル市

百貨店業
店舗 
※１

1,606
※２

566
自己資
金

平成19年３月平成19年９月

年間 
売上高 
28億円
※３

瀋陽伊勢丹 
百貨有限公司

中華人民共和国 
遼寧省瀋陽市

百貨店業 店舗
1,410
※４

―
自己資
金及び
借入金

平成19年６月
平成20年１月
※５

年間 
売上高 
30億円

㈱クイーンズ 
伊勢丹

東京都 
世田谷区

小売・ 
専門店業

店舗 800 ―
借入金
※６

平成19年９月平成20年３月

年間 
売上高 
25億円 
※７

会社名 
事業所名

所在地
事業の種類別
セグメントの 

名称

設備の 
内容

投資予定金額 資金
調達
方法

着手及び完了予定
完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了

㈱伊勢丹
東京都 
新宿区

百貨店業
リモデ
ル等

16,000
※８

5,758
銀行
借入
等

平成19年４月 平成20年３月 ―



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に

基づき発行された新株引受権を含む。)により発行された株式数は、含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 800,000,000

計 800,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 225,306,103 225,330,703
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 225,306,103 225,330,703 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。 

《取締役に対するもの》 

株主総会の普通決議日(平成18年６月29日)及び取締役会の決議日(平成18年７月21日) 

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 1,607 ※１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 160,700 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり  1,829 ※２ 同左

新株予約権の行使期間
平成20年８月９日～

平成25年８月８日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,829
資本組入額 915 同左

新株予約権の行使の条件

①取締役の地位を、平成19年
３月31日までに自己都合に
より喪失した場合、その時
点以降行使できない。

②取締役の地位を、平成19年
３月31日までに死亡により
喪失した場合、その時点以
降行使できない。

③その他の条件は、「新株予
約権割当契約書」において
定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得
については、当社取締役会の
決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



《執行役員に対するもの》 

取締役会の決議日(平成18年５月８日及び平成18年７月21日) 

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 2,629 ※１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 262,900 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり  1,829 ※２ 同左

新株予約権の行使期間
平成20年８月９日～

平成25年８月８日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,829
資本組入額 915 同左

新株予約権の行使の条件

①執行役員の地位を、平成19
年３月31日までに自己都合
により喪失した場合、その
時点以降行使できない。

②執行役員の地位を、平成19
年３月31日までに死亡によ
り喪失した場合、その時点
以降行使できない。

③その他の条件は、「新株予
約権割当契約書」において
定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得
については、当社取締役会の
決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



《当社従業員に対するもの》 

株主総会の特別決議日(平成18年６月29日)及び取締役会の決議日(平成18年７月21日) 

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 2,120 ※１、３ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 212,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり  1,829 ※２ 同左

新株予約権の行使期間
平成20年８月９日～

平成25年８月８日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,829
資本組入額 915 同左

新株予約権の行使の条件

①従業員の地位を、平成19年
３月31日までに自己都合に
より喪失した場合、その時
点以降行使できない。

②従業員の地位を、平成19年
３月31日までに死亡により
喪失した場合、その時点以
降行使できない。

③その他の条件は、「新株予
約権割当契約書」において
定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得
については、当社取締役会の
決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



《取締役に対するもの》 

取締役会の決議日(平成19年７月20日) 

   
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 2,116 ※１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 211,600 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり  1,952 ※２ 同左

新株予約権の行使期間
平成21年８月８日～

平成26年８月７日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,952
資本組入額 976 同左

新株予約権の行使の条件

①取締役の地位を、平成20年
３月31日までに自己都合に
より喪失した場合、その時
点以降行使できない。

②取締役の地位を、平成20年
３月31日までに死亡により
喪失した場合、その時点以
降行使できない。

③その他の条件は、「新株予
約権割当契約書」において
定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得
については、当社取締役会の
決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



《執行役員に対するもの》 

取締役会の決議日(平成19年７月20日) 

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 3,314 ※１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 331,400 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり  1,952 ※２ 同左

新株予約権の行使期間
平成21年８月８日～

平成26年８月７日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,952
資本組入額 976 同左

新株予約権の行使の条件

①執行役員の地位を、平成20
年３月31日までに自己都合
により喪失した場合、その
時点以降行使できない。

②執行役員の地位を、平成20
年３月31日までに死亡によ
り喪失した場合、その時点
以降行使できない。

③その他の条件は、「新株予
約権割当契約書」において
定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得
については、当社取締役会の
決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



《当社従業員に対するもの》 

株主総会の特別決議日(平成19年６月28日)及び取締役会の決議日(平成19年７月20日) 

 
(注) ※１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。 

・調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  

※２ 各新株予約権の行使時の払込金額は、１株当たりの払込金額(行使価額)に付与株式数を乗じた金額としま

す。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整します。 

 
(１円未満の端数は切り上げ) 

  

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(「商法等の一部を改正

する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社

普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除

く。)には、行使価額を次の算式により調整します。 

 
(１円未満の端数は切り上げ) 

  

   ※３ 新株予約権の数は、権利確定前の失効40個を除外しております。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 2,080 ※１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 208,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり  1,952 ※２ 同左

新株予約権の行使期間
平成21年８月８日～

平成26年８月７日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,952
資本組入額 976 同左

新株予約権の行使の条件

①従業員の地位を、平成20年
３月31日までに自己都合に
より喪失した場合、その時
点以降行使できない。

②従業員の地位を、平成20年
３月31日までに死亡により
喪失した場合、その時点以
降行使できない。

③その他の条件は、「新株予
約権割当契約書」において
定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得
については、当社取締役会の
決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

・調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

既発行
株式数

＋
新規発行株式数×新規発行の１株当たりの払込金額

・調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数



② 当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を付与してお

ります。 

株主総会の特別決議日(平成14年６月27日) 

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 3,662 ※１ 3,556 ※１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 366,200 355,600

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり  1,162 ※２ 同左

新株予約権の行使期間
平成16年７月１日～

平成24年６月26日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,162
資本組入額 581 同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた
者(以下「新株予約権者」と
する)は、当社の取締役また
は使用人たる地位を失った後
も、これを行使することがで
きる。 
また、新株予約権者が死亡し
た場合は、相続人がこれを行
使することができる。 
ただし、いずれの場合にも、
その他の条件を定めた新株予
約権申込証兼割当契約書によ
る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、
取締役会の承認を要する。ま
た、新株予約権に対し、担保
設定をすることはできない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



株主総会の特別決議日(平成15年６月27日) 

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 1,391 ※１ 1,351 ※１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―      

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 139,100 135,100

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり   891 ※２ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日～

平成22年６月26日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 891
資本組入額 446 同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた
者(以下「新株予約権者」と
する)は、当社の取締役また
は使用人たる地位を失った後
も、これを行使することがで
きる。 
また、新株予約権者が死亡し
た場合は、相続人がこれを行
使することができる。 
ただし、いずれの場合にも、
その他の条件を定めた新株予
約権申込証兼割当契約書によ
る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、
取締役会の承認を要する。ま
た、新株予約権に対し、担保
設定をすることはできない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



株主総会の特別決議日(平成16年６月29日) 

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 3,924 ※１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 392,400 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり  1,378 ※２ 同左

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日～

平成23年６月28日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,378
資本組入額 689 同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた
者(以下「新株予約権者」と
する)は、当社の取締役また
は使用人たる地位を失った後
も、これを行使することがで
きる。 
また、新株予約権者が死亡し
た場合は、相続人がこれを行
使することができる。 
ただし、いずれの場合にも、
その他の条件を定めた新株予
約権申込証兼割当契約書によ
る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、
取締役会の承認を要する。ま
た、新株予約権に対し、担保
設定をすることはできない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



株主総会の特別決議日(平成17年６月29日) 

 
(注) ※１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数(付与株式数)は、100株であります。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。 

・調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  

※２ 各新株予約権の行使時の払込価額は、１株当たりの払込価額に付与株式数を乗じた金額とします。なお、

当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により１株当たりの払込価額を調整します。 

  

 
(１円未満の端数は切り上げ) 

  

また、当社が時価を下回る払込金額で新株を発行する場合(新株予約権及び平成13年以前に当社の取締役

及び使用人に付与された新株引受権の権利行使の場合を除く。)には、次の算式により１株当たりの払込

価額を調整します。 

 
(１円未満の端数は切り上げ) 

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 6,688 ※１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 668,800 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり  1,560 ※２ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日～

平成24年６月28日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,560
資本組入額 780 同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた
者(以下「新株予約権者」と
する)は、当社の取締役また
は使用人たる地位を失った後
も、これを行使することがで
きる。 
また、新株予約権者が死亡し
た場合は、相続人がこれを行
使することができる。 
ただし、いずれの場合にも、
その他の条件を定めた新株予
約権申込証兼割当契約書によ
る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、
取締役会の承認を要する。ま
た、新株予約権に対し、担保
設定をすることはできない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

・調整後の払込価額＝調整前の払込価額×
１

分割・併合の比率

既発行
株式数

＋
新規発行株式数×

新規発行の１株当たりの 
払込価額

・調整後の払込価額＝調整前の払込価額×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数



③ 当社は、旧商法第280条ノ19の規定に基づき新株引受権を付与しております。 

株主総会の特別決議日(平成12年６月29日) 

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 53,000 ※１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり  1,157 ※２ 同左

新株予約権の行使期間
平成12年８月１日～

平成22年６月28日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,157
資本組入額 579 同左

新株予約権の行使の条件

権利を付与された者は、当社
の取締役たる地位を失った後
も、これを行使することがで
きる。 
また、権利を付与された者が
死亡した場合は、相続人がこ
れを行使することができる。 
ただし、いずれの場合にも、
その他の条件を定めた権利付
与契約による。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、担保設定、その
他一切の処分をすることはで
きない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



株主総会の特別決議日(平成13年６月28日) 

 
(注) ※１ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の株式数は次の算式により調整します。 

・調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  

※２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により１株当たりの発行価額を調整します。 

  

 
(１円未満の端数は切り上げ) 

  

また、当社が時価を下回る払込金額で新株を発行する場合(転換社債の転換による場合、及び新株引受権

証券又は旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く。)には、次の算式により

１株当たりの発行価額を調整します。 

 
(１円未満の端数は切り上げ) 

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 471,000 ※１ 461,000 ※１

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり  1,359 ※２ 同左

新株予約権の行使期間
平成15年８月７日～

平成23年６月27日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,359
資本組入額 680 同左

新株予約権の行使の条件

権利を付与された者は、当社
の取締役又は使用人たる地位
を失った後も、これを行使す
ることができる。 
また、権利を付与された者が
死亡した場合は、相続人がこ
れを行使することができる。 
ただし、いずれの場合にも、
その他の条件を定めた権利付
与契約による。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、担保設定、その
他一切の処分をすることはで
きない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

・調整後発行価額＝調整前発行価額 ×
１

分割・併合の比率

既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たりの払込価額

・調整後新株発行価額 ＝調整前新株発行価額×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注) 新株引受権及び新株予約権の権利行使による増加であります。なお、平成19年10月１日から平成19年11月30日

までの間に、新株引受権及び新株予約権の権利行使により、発行済株式総数24千株、資本金及び資本準備金が

それぞれ14百万円増加しております。 

  

(5) 【大株主の状況】 
平成19年９月30日現在 

 
(注) ※１ 株式会社オンワードホールディングスの平成19年９月30日現在の所有株式数は、同社所有の9,375千株に

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(住友信託銀行再信託分・株式会社オンワード樫山退職給付

信託)所有の2,524千株を加えた11,900千株となり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は5.28％と

なっております。 

     ※２ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数9,187千株は信託業務に係る株式であ

ります。 

※３ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数8,606千株は信託業務に係る株式でありま

す。 

４ 上記のほか、自己株式が5,084千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.26％)あります。 

５ 千株未満は切り捨てて表示しております。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日

127 225,306 80 36,681 80 43,261

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社オンワードホールディ
ングス※１

中央区日本橋３丁目10―５ 9,375 4.16

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社(信託口)※２

中央区晴海１丁目８―11 9,187 4.08

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口)※３

港区浜松町２丁目11―３ 8,606 3.82

明治安田生命保険相互会社

中央区晴海１丁目８―12 晴海アイラン
ドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 
常任代理人 資産管理サービス信託銀行
株式会社

6,850 3.04

日本興亜損害保険株式会社 千代田区霞が関３丁目７―３ 5,189 2.30

株式会社三菱東京UFJ銀行 千代田区丸の内２丁目７―１ 5,090 2.26

興隆株式会社 新宿区新宿５丁目17―18 H&Iビル 4,796 2.13

清水建設株式会社 港区芝浦１丁目２―３ 4,500 2.00

三菱UFJ信託銀行株式会社
港区浜松町２丁目11―３
常任代理人 日本マスタートラスト信託
銀行株式会社

3,696 1.64

東京海上日動火災保険株式会社 千代田区丸の内１丁目２―１ 3,606 1.60

計 60,897 27.03



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成19年９月30日現在 

 
(注) ※１ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,300株(議決権23個)含

まれております。 

※２ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有し

ていない株式が1,000株(議決権10個)含まれております。 

※３ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式15株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) このほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)あ

ります。 

なお、当該株式数は上記［発行済株式］の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
 

(自己保有株式)
普通株式 5,084,500

―
株主としての権利内容に制
限のない、標準となる株式

完全議決権株式(その他)※1,2  
普通株式 220,027,500 2,200,275 同上

単元未満株式※３  
普通株式 194,103 ― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 225,306,103 ― ―

総株主の議決権 ― 2,200,275 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社伊勢丹

東京都新宿区新宿三丁目
14番１号

5,084,500 ― 5,084,500 2.26

計 ― 5,084,500 ― 5,084,500 2.26



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

  

  

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 2,075 1,995 2,025 2,050 2,000 1,621

低(円) 1,943 1,741 1,760 1,825 1,508 1,448



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)の中間連結財務諸表及び前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の

中間財務諸表について、みすず監査法人及び霞が関監査法人の中間監査を受け、また、金融商品取引法第

193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の

中間連結財務諸表及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間財務諸表につ

いては新日本監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

  前中間連結会計期間及び前中間会計期間  みすず監査法人 

                      霞ヶ関監査法人 

  当中間連結会計期間及び当中間会計期間  新日本監査法人 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 24,873 25,623 33,672

 ２ 受取手形及び 
   売掛金

※４ 70,245 72,768 80,659

 ３ 有価証券 1,259 331 1,234

 ４ たな卸資産 ※１ 35,628 37,888 35,483

 ５ 繰延税金資産 4,283 5,761 6,516

 ６ その他 15,634 14,796 14,520

   貸倒引当金 △1,987 △2,840 △2,715

   流動資産合計 149,938 33.1 154,330 33.4 169,370 35.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び 
    構築物

※２ 98,622 100,149 97,944

  (2) 土地 51,257 51,163 51,111

  (3) 建設仮勘定 927 791 232

  (4) その他 ※２ 10,884 12,890 12,414

    有形固定資産 
    合計

161,691 35.7 164,995 35.7 161,702 34.0

 ２ 無形固定資産 3,589 0.8 6,395 1.4 3,517 0.7

 ３ 投資その他の 
   資産

  (1) 投資有価証券 53,953 50,541 56,423

  (2) 差入敷金 
    保証金

64,014 61,681 61,733

  (3) 繰延税金資産 2,426 2,358 2,548

  (4) その他 17,969 22,599 20,536

    貸倒引当金 △1,355 △1,315 △1,341

    投資その他の 
    資産合計

137,007 30.3 135,865 29.4 139,899 29.5

   固定資産合計 302,288 66.8 307,255 66.5 305,119 64.2

Ⅲ 繰延資産 597 0.1 199 0.1 405 0.1

   資産合計 452,824 100.0 461,786 100.0 474,895 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び 
   買掛金

63,009 63,565 70,461

 ２ １年内償還予定 
   社債

5,000 30,000 20,000

 ３ 短期借入金 ※４ 32,609 27,386 27,485

 ４ 未払法人税等 2,270 4,864 9,872

 ５ ポイントカード 
   引当金

1,307 1,544 1,419

 ６ 役員賞与引当金 ― ― 103

 ７ 関係会社整理損 
   引当金

― 311 ―

 ８ 商品券回収損 
   引当金

― 2,298 ―

 ９ 利息返還損失 
   引当金

― 361 ―

 10 その他 ※１ 78,593 84,414 85,059

   流動負債合計 182,791 40.4 214,746 46.5 214,402 45.1

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 30,000 ― 10,000

 ２ 長期借入金 4,511 1,500 3,000

 ３ 繰延税金負債 7,554 5,219 7,566

 ４ 退職給付引当金 24,290 21,938 23,403

 ５ 役員退職慰労金 
   引当金

663 758 739

 ６ その他 2,383 4,761 2,588

   固定負債合計 69,402 15.3 34,178 7.4 47,298 10.0

   負債合計 252,194 55.7 248,925 53.9 261,701 55.1



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 36,265 8.0 36,681 7.9 36,600 7.7

 ２ 資本剰余金 42,846 9.4 43,261 9.4 43,180 9.1

 ３ 利益剰余金 107,114 23.7 118,566 25.7 114,894 24.2

 ４ 自己株式 △9,590 △2.1 △9,606 △2.1 △9,598 △2.0

   株主資本合計 176,635 39.0 188,903 40.9 185,077 39.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

12,488 2.8 8,812 1.9 13,362 2.8

 ２ 繰延ヘッジ損益 86 0.0 17 0.0 19 0.0

 ３ 為替換算調整 
   勘定

△1,333 △0.3 907 0.2 41 0.0

   評価・換算
   差額等合計

11,241 2.5 9,737 2.1 13,423 2.8

Ⅲ 新株予約権 79 0.0 400 0.1 318 0.1

Ⅳ 少数株主持分 12,673 2.8 13,819 3.0 14,375 3.0

   純資産合計 200,630 44.3 212,861 46.1 213,194 44.9

   負債及び
   純資産合計

452,824 100.0 461,786 100.0 474,895 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 368,960 100.0 370,308 100.0 781,798 100.0

Ⅱ 売上原価 262,104 71.0 263,462 71.1 556,161 71.1

   売上総利益 106,855 29.0 106,845 28.9 225,637 28.9

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

※１ 93,477 25.4 92,450 25.0 193,384 24.8

   営業利益 13,377 3.6 14,394 3.9 32,252 4.1

Ⅳ 営業外収益 3,880 1.0 4,125 1.1 8,392 1.1

 １ 受取利息及び 
   配当金

715 798 1,343

 ２ 持分法による 
   投資利益

261 239 454

 ３ 受入家賃 727 849 1,977

 ４ 固定資産受贈益 311 817 1,064

 ５ 未回収商品券 
   受入益

876 838 1,777

 ６ その他 987 581 1,774

Ⅴ 営業外費用 3,130 0.8 3,770 1.0 7,228 0.9

 １ 支払利息 544 564 1,061

 ２ 固定資産除却損 998 1,315 2,538

 ３ 時効商品券 
   回収損

486 ― 996

 ４ 商品券回収損 
   引当金繰入額

― 511 ―

 ５ その他 1,101 1,379 2,632

   経常利益 14,127 3.8 14,749 4.0 33,416 4.3

Ⅵ 特別利益 1,757 0.5 ― ― 2,079 0.2

 １ 貸倒引当金 
   戻入益

897 ― 1,219

 ２ 関係会社事業 
   売却益

※２ 859 ― 859

Ⅶ 特別損失 30 0.0 2,592 0.7 3,250 0.4

 １ 固定資産減損 
   損失

※３ 30 ― 3,226

 ２ 投資有価証券 
   売却損

― ― 24

 ３ 関係会社整理損 ― 311 ―

 ４ 過年度商品券 
   回収損引当金 
   繰入額

― 2,281 ―

   税金等調整前 
   中間(当期) 
   純利益

15,854 4.3 12,157 3.3 32,244 4.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

※４ 2,120 0.6 4,495 1.2 11,292 1.4

   法人税等調整額 ※４ 3,556 1.0 1,532 0.4 578 0.1

   少数株主利益 973 0.2 477 0.2 2,082 0.3

   中間(当期) 
   純利益

9,203 2.5 5,652 1.5 18,291 2.3



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 36,122 42,703 100,058 △91 178,792

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 142 142 285

 剰余金の配当 (注) △2,018 △2,018

 役員賞与 (注) △128 △128

 中間純利益 9,203 9,203

 自己株式の取得 △9,498 △9,498

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
142 142 7,056 △9,498 △2,156

平成18年９月30日残高(百万円) 36,265 42,846 107,114 △9,590 176,635

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 17,528 ― △1,531 15,996 ― 11,899 206,688

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 285

 剰余金の配当 (注) △2,018

 役員賞与 (注) △128

 中間純利益 9,203

 自己株式の取得 △9,498

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△5,039 86 197 △4,755 79 774 △3,901

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△5,039 86 197 △4,755 79 774 △6,057

平成18年９月30日残高(百万円) 12,488 86 △1,333 11,241 79 12,673 200,630



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 36,600 43,180 114,894 △9,598 185,077

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 80 80   161

 剰余金の配当   △1,980   △1,980

 中間純利益   5,652   5,652

 自己株式の取得   △7 △7

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
80 80 3,671 △7 3,825

平成19年９月30日残高(百万円) 36,681 43,261 118,566 △9,606 188,903

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 13,362 19 41 13,423 318 14,375 213,194

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行     161

 剰余金の配当     △1,980

 中間純利益     5,652

 自己株式の取得     △7

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△4,549 △2 866 △3,685 82 △555 △4,159

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△4,549 △2 866 △3,685 82 △555 △333

平成19年９月30日残高(百万円) 8,812 17 907 9,737 400 13,819 212,861



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
(注) １ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分による配当2,018百万円及び平成18年11月の取締役会決議に

基づく配当1,097百万円であります。 

２ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 36,122 42,703 100,058 △91 178,792

連結会計年度中の変動額    

 新株の発行 478 477   955

 剰余金の配当(注１)   △3,116   △3,116

 役員賞与(注２)   △128   △128

 当期純利益   18,291   18,291

 自己株式の取得   △9,506 △9,506

 連結子会社減少に伴う減少額   △210   △210

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

   

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円)
478 477 14,836 △9,506 6,285

平成19年３月31日残高(百万円) 36,600 43,180 114,894 △9,598 185,077

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 17,528 ― △1,531 15,996 ― 11,899 206,688

連結会計年度中の変動額    

 新株の発行     955

 剰余金の配当(注１)     △3,116

 役員賞与(注２)     △128

 当期純利益     18,291

 自己株式の取得     △9,506

 連結子会社減少に伴う減少額     △210

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△4,166 19 1,572 △2,573 318 2,475 220

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△4,166 19 1,572 △2,573 318 2,475 6,505

平成19年３月31日残高(百万円) 13,362 19 41 13,423 318 14,375 213,194



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益

15,854 12,157 32,244

   減価償却費 5,415 6,198 11,049

   のれん償却額 ― 91 ―

   貸倒引当金の増減額 △3,006 97 △2,287

   退職給付引当金の増減額 △2,073 △1,543 △4,214

   役員退職慰労金引当金の 
   増減額

40 19 116

   ポイントカード引当金の 
   増減額

149 125 261

   商品券回収損引当金の 
   増減額

― 2,298 ―

   受取利息及び受取配当金 △715 △798 △1,343

   支払利息 544 564 1,061

   為替差損益 △31 △4 △96

   持分法による投資損益 △261 △239 △454

   有形固定資産売却損益 △24 26 △24

   有形固定資産除却損 998 1,315 2,538

   投資有価証券売却損益 ― △96 24

   関係会社事業売却益 △859 ― △859

   売上債権の増減額 8,111 7,985 △2,181

   たな卸資産の増減額 △1,897 △2,082 △1,430

   仕入債務の増減額 △3,893 △7,515 2,858

   未払費用の増減額 △1,735 △3,461 1,373

   その他 4,704 △2,890 8,178

    小計 21,319 12,246 46,814

   利息及び配当金の受取額 574 670 1,106

   利息の支払額 △511 △543 △1,025

   法人税等の支払額 △9,754 △9,242 △11,375

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

11,627 3,131 35,519



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   有価証券・投資有価証券の 
   取得による支出

△501 △1,203 △603

   有価証券・投資有価証券の 
   売却による収入

279 1,270 279

   有形・無形固定資産の取得 
   による支出

△7,343 △11,393 △16,168

   有形・無形固定資産の売却 
   による収入

1,244 1 1,244

   貸付による支出 △7 △97 △520

   貸付金回収による収入 613 47 633

   差入敷金保証金の差入 
   による支出

△1,513 △381 △1,853

   差入敷金保証金の回収 
   による収入

6,452 589 9,216

   連結の範囲の変更を伴う 
   子会社株式の売却による 
   収入

1,165 ― 1,240

   その他の投資の増減額 5,094 △126 5,574

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

5,484 △11,294 △957

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額 △2,560 △102 △4,791

   長期借入金の返済による 
   支出

△2,505 △1,548 △6,990

   社債の償還による支出 △10,000 ― △15,000

   コマーシャルペーパーの 
   純増減額

― 5,000 ―

   配当金の支払額 △2,018 △1,980 △3,116

   自己株式の取得による支出 △9,498 △7 △9,506

   少数株主への配当金の 
   支払額

― △2,003 ―

   その他 △70 161 570

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

△26,654 △481 △38,834

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

105 753 967

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △9,437 △7,891 △3,304

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

36,342 33,023 36,342

Ⅶ 期末除外連結子会社の現金 
  及び現金同等物の期末残高

― ― △14

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※ 26,905 25,132 33,023



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

(1) 連結子会社の数 30社

主要な連結子会社名

㈱静岡伊勢丹、㈱新潟伊

勢丹、㈱小倉伊勢丹、㈱

岩田屋、イセタン オブ 

ジャパンLtd.、上海梅龍

鎮伊勢丹百貨有限公司、

天津伊勢丹有限公司、上

海錦江伊勢丹有限公司、

済南伊勢丹百貨有限公

司、イセタン(シンガポ

ール)Ltd.、イセタン(タ

イランド)Co.,Ltd.、イ

セタン オブ ジャパン

Sdn.Bhd.、㈱伊勢丹アイ

カード、㈱クイーンズ伊

勢丹、㈱マミーナ、㈱セ

ンチュリートレーディン

グカンパニー

なお、前連結会計年度に

おいて連結子会社であり

ました㈱バーニーズジャ

パン及びビーエーシーイ

ンベストメンツInc.は、

㈱伊勢丹が株式譲渡を行

ったことにより、当中間

連結会計期間より連結の

範囲から除外しておりま

す。

㈱キャリアデザインは、

㈱伊勢丹キャリアデザイ

ンに名称を変更しており

ます。

(1) 連結子会社の数 30社

主要な連結子会社名

㈱静岡伊勢丹、㈱新潟伊

勢丹、㈱小倉伊勢丹、㈱

岩田屋、イセタン オブ 

ジャパンLtd.、上海梅龍

鎮伊勢丹百貨有限公司、

天津伊勢丹有限公司、上

海錦江伊勢丹有限公司、

済南伊勢丹百貨有限公

司、成都伊勢丹百貨有限

公司、瀋陽伊勢丹百貨有

限公司、イセタン(シン

ガポール)Ltd.、イセタ

ン ( タ イ ラ ン ド )

Co.,Ltd.、イセタンオブ

ジャパンSdn.Bhd.、㈱伊

勢丹アイカード、㈱クイ

ーンズ伊勢丹、㈱マミー

ナ、㈱センチュリートレ

ーディングカンパニー

なお、瀋陽伊勢丹百貨有

限公司は、㈱伊勢丹が出

資を行い新たに設立した

ことにより、連結子会社

に含めております。

(1) 連結子会社の数29社

主要な連結子会社名

㈱静岡伊勢丹、㈱新潟伊

勢丹、㈱小倉伊勢丹、㈱

岩田屋、イセタン オブ 

ジャパンLtd.、上海梅龍

鎮伊勢丹百貨有限公司、

天津伊勢丹有限公司、上

海錦江伊勢丹有限公司、

済南伊勢丹百貨有限公

司、成都伊勢丹百貨有限

公司、イセタン(シンガ

ポール)Ltd.、イセタン

(タイランド)Co.,Ltd.、

イセタン オブ ジャパン

Sdn.Bhd.、㈱伊勢丹アイ

カード、㈱クイーンズ伊

勢丹、㈱マミーナ、㈱セ

ンチュリートレーディン

グカンパニー

なお、成都伊勢丹百貨有

限公司は、㈱伊勢丹等が

出資を行い新たに設立し

たことにより、連結子会

社に含めております。 

また、前連結会計年度に

おいて連結子会社であり

ました㈱バーニーズジャ

パン及びビーエーシーイ

ンベストメンツInc.は、

㈱伊勢丹が株式譲渡を行

ったことにより、当連結

会計年度より連結の範囲

から除外しております。 

ミンツ88Co.,Ltd.は、解

散の決議が行われ、営業

活動を停止しており、連

結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、

当連結会計年度より連結

の範囲から除外しており

ます。 

㈱伊勢丹トラベルは、㈱

伊勢丹が株式譲渡を行っ

たことにより、当連結会

計年度より連結子会社か

ら持分法適用関連会社と

なっております。 

㈱キャリアデザインは、

㈱伊勢丹キャリアデザイ

ンに名称を変更しており

ます。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 主要な非連結子会社の

名称

主要な非連結子会社

㈱伊勢丹ソレイユ、㈱

アイタス、㈱エージー

クラブ、㈱九州コミュ

ニケーションサービ

ス、㈱愛生

(2) 主要な非連結子会社の

名称

同左

(2) 主要な非連結子会社の

名称

同左

(3) 非連結子会社について

連結の範囲から除外した

理由

非連結子会社は、いずれ

も小規模であり、合計の

総資産、売上高、中間純

損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見

合う額)等は、いずれも

中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていない

ためであります。

(3) 非連結子会社について

連結の範囲から除外した

理由

同左

(3) 非連結子会社について

連結の範囲から除外した

理由

非連結子会社は、いずれ

も小規模であり、合計の

総資産、売上高、当期純

損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見

合う額)等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため

であります。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 持分法の適用に関

する事項

(1) 持分法を適用した関連

会社数７社

㈱ジェイアール西日本

伊勢丹、㈱浜屋百貨

店、大立伊勢丹百貨股

份有限公司、アイティ

ーエム クローバー

Co.,Ltd.、㈱エージー

カード、㈱伊勢丹ダイ

ニング、新宿地下駐車

場㈱

(1) 持分法を適用した関連

会社数８社

㈱ジェイアール西日本

伊勢丹、㈱浜屋百貨

店、大立伊勢丹百貨股

份有限公司、アイティ

ー エ ム ク ロ ー バ ー

Co.,Ltd.、㈱エージー

カード、アールアンド

アイダイニング㈱、新

宿地下駐車場㈱、㈱Ｊ

ＴＢ伊勢丹トラベル

(1) 持分法を適用した関連

会社数８社

㈱ジェイアール西日本

伊勢丹、㈱浜屋百貨

店、大立伊勢丹百貨股

份有限公司、アイティ

ーエム クローバー

Co.,Ltd.、㈱エージー

カード、アールアンド

アイダイニング㈱、新

宿地下駐車場㈱、㈱Ｊ

ＴＢ伊勢丹トラベル 

なお、㈱ＪＴＢ伊勢丹

トラベルは、㈱伊勢丹

が株式譲渡を行ったこ

とにより、当連結会計

年度より連結子会社か

ら持分法適用関連会社

となっております。 

また、㈱伊勢丹トラベ

ルは㈱ＪＴＢ伊勢丹

に、㈱伊勢丹ダイニン

グはアールアンドアイ

ダイニング㈱にそれぞ

れ名称を変更しており

ます。

(2) 持分法非適用会社の名

称及び持分法を適用しな

い理由

持分法非適用会社(㈱伊

勢丹ソレイユ他)はいず

れも小規模であり、中間

純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、中間連

結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体

としても重要性が乏しい

ため、持分法は適用して

おりません。

(2) 持分法非適用会社の名

称及び持分法を適用しな

い理由

同左

(2) 持分法非適用会社の名

称及び持分法を適用しな

い理由

持分法非適用会社(㈱伊

勢丹ソレイユ他)は連結

純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に

見合う額)等の連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体として

も重要性が乏しいため、

持分法は適用しておりま

せん。



 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項

連結子会社のうち、上海梅

龍鎮伊勢丹百貨有限公司、

天津伊勢丹有限公司、上海

錦江伊勢丹有限公司、済南

伊勢丹百貨有限公司、イセ

タンオブジャパンLtd.、イ

セタン(シンガポール)

Ltd.、イセタン(タイラン

ド)Co.,Ltd.、イセタンオ

ブジャパンSdn.Bhd.、ミン

ツ 88Co.,Ltd.、イ セ タ ン

(イタリア)S.r.l.及びレキ

シ ム ( シ ン ガ ポ ー ル )

Pte.Ltd.の中間決算日は６

月末日、㈱井筒屋ウィズカ

ードの中間決算日は８月末

日でありますが、当中間連

結財務諸表の作成に当たっ

ては、各社の中間決算日現

在の中間財務諸表を使用し

ております。 

また、連結子会社のうち㈱

岩田屋、岩田屋友の会㈱は

決算期を変更し、直近決算

期は平成18年３月１日から

平成18年９月30日までの７

ヶ月間であります。中間連

結財務諸表の作成にあたっ

ては、同決算日現在の財務

諸表を使用しております。 

なお、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整

を行っております。

連結子会社のうち、上海梅

龍鎮伊勢丹百貨有限公司、

天津伊勢丹有限公司、上海

錦江伊勢丹有限公司、済南

伊勢丹百貨有限公司、成都

伊勢丹百貨有限公司、瀋陽

伊勢丹百貨有限公司、イセ

タンオブジャパンLtd.、イ

セタン(シンガポール)

Ltd.、イセタン(タイラン

ド)Co.,Ltd.、イセタンオ

ブジャパンSdn.Bhd.、イセ

タン(イタリア)S.r.l.及び

レキシム(シンガポール)

Pte.Ltd.の中間決算日は６

月末日、㈱井筒屋ウィズカ

ードの中間決算日は８月末

日でありますが、当中間連

結財務諸表の作成に当たっ

ては、各社の中間決算日現

在の中間財務諸表を使用し

ております。 

なお、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整

を行っております。

連結子会社のうち、上海梅

龍鎮伊勢丹百貨有限公司、

天津伊勢丹有限公司、上海

錦江伊勢丹有限公司、済南

伊勢丹百貨有限公司、成都

伊勢丹百貨有限公司、イセ

タンオブジャパンLtd.、イ

セタン(シンガポール)

Ltd.、イセタン(タイラン

ド)Co.,Ltd.、イセタンオ

ブジャパンSdn.Bhd.、イセ

タン(イタリア)S.r.l.及び

レキシム(シンガポール)

Pte.Ltd.の決算日は12月末

日、㈱井筒屋ウィズカード

の決算日は２月末日であり

ますが、当連結財務諸表の

作成に当たっては、各社の

決算日現在の財務諸表を使

用しております。  

また、連結子会社のうち㈱

岩田屋及び岩田屋友の会㈱

は決算期を変更し、直近決

算期は平成18年10月１日か

ら平成19年３月31日までの

６ヶ月間でありますが、連

結財務諸表の作成にあたっ

ては、平成18年３月１日か

ら平成19年３月31日までの

13か月分の経営成績及び同

決算日現在の財政状態を使

用しております。  

なお、連結決算日との間に

生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っております。  

 



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関
する事項

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法
① 有価証券

その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市
場価格等に基づ
く時価法(評価
差額は全部純資
産直入法により
処理し、売却原
価は主として移
動平均法により
算定)

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法
① 有価証券

その他有価証券
時価のあるもの
同左

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法
① 有価証券

その他有価証券
時価のあるもの
連結決算日の市
場価格等に基づ
く時価法(評価
差額は全部純資
産直入法により
処理し、売却原
価は主として移
動平均法により
算定)

時価のないもの
主として移動平
均法による原価
法

時価のないもの
同左

時価のないもの
同左

② デリバティブ
時価法

② デリバティブ
同左

② デリバティブ
同左

③ たな卸資産
商品  主として売

価還元法に
よる原価法

③ たな卸資産
同左

③ たな卸資産
同左

その他 主として先
入先出法に
よる原価法

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法
① 有形固定資産

建物及び構築物
   主として定額

法

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法
① 有形固定資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法
① 有形固定資産

同左

その他の有形固定資
産
   主として定率

法
② 無形固定資産

定額法
ただし、自社利用
のソフトウェアに
ついては、社内に
おける利用可能期
間(５年以内)に基
づく定額法を採用
しております。

② 無形固定資産
同左

② 無形固定資産
同左

③ 投資その他の資産
「その他」(投資不
動産)
建物
   定額法

③ 投資その他の資産
「その他」(投資不
動産)

同左

③ 投資その他の資産
「その他」(投資不
動産)

同左

その他
   定率法

(3) 重要な繰延資産の処理
方法
① 創立費

５年で均等償却し
ております。

(3) 重要な繰延資産の処理
方法
① 創立費

同左

(3) 重要な繰延資産の処理
方法
① 創立費

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

② 開業費

５年で均等償却し

ております。

② 開業費

同左

② 開業費

同左

(4) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

当中間連結会計期間

末に有する債権の貸

倒れによる損失に備

えるため、一般債権

については貸倒実績

率による計算額を、

貸倒懸念債権等特定

の債権については個

別に回収可能性を検

討し、回収不能見込

額を計上しておりま

す。

(4) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

同左

(4) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

当連結会計年度末に

有する債権の貸倒れ

による損失に備える

ため、一般債権につ

いては貸倒実績率に

よる計算額を、貸倒

懸念債権等特定の債

権については個別に

回収可能性を検討

し、回収不能見込額

を計上しておりま

す。

② 退職給付引当金

従業員の退職給付に

備えるため、当連結

会計年度末における

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づき、当中間連結会

計期間末において発

生していると認めら

れる額を計上してお

ります。

② 退職給付引当金

同左

② 退職給付引当金

従業員の退職給付に

備えるため、当連結

会計年度末における

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づき、当連結会計年

度末において発生し

ていると認められる

額を計上しておりま

す。

過去勤務債務は、発

生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の

一定の年数(３～８

年)による定額法に

より発生時から費用

処理をしておりま

す。

過去勤務債務は、発

生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の

一定の年数(３～８

年)による定額法に

より発生時から費用

処理をしておりま

す。

また、数理計算上の

差異は、各連結会計

年度の発生時におけ

る従業員の平均残存

勤務期間以内の一定

の年数(８～10年)に

よる定額法により発

生年度の翌連結会計

年度から費用処理し

ております。

また、数理計算上の

差異は、各連結会計

年度の発生時におけ

る従業員の平均残存

勤務期間以内の一定

の年数(８～10年)に

よる定額法により発

生年度の翌連結会計

年度から費用処理し

ております。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

③ 役員退職慰労金引当

金

取締役、監査役及び

執行役員の退任時の

退職慰労金の支払に

備えるため、会社規

程に基づく中間連結

会計期間末要支給額

を計上しておりま

す。

③ 役員退職慰労金引当

金

同左

③ 役員退職慰労金引当

金

取締役、監査役及び

執行役員の退任時の

退職慰労金の支払に

備えるため、会社規

程に基づく当連結会

計年度末要支給額を

計上しております。

④ 役員賞与引当金

取締役に対して支給

する賞与は、通期の

業績を基礎として算

定しております。当

中間連結会計期間に

おいては、合理的に

見積もることが困難

なため計上しており

ません。

④ 役員賞与引当金

同左

④ 役員賞与引当金

取締役に対して支給

する賞与の支出に充

てるため、支給見込

額に基づき当連結会

計年度に見合う額を

計上しております。

⑤ ポイントカード引当

金

連結子会社㈱小倉伊

勢丹、㈱岩田屋及び

㈱クイーンズ伊勢丹

で採用し、販売促進

を目的とするポイン

トカード制度による

将来のお買物券発行

等の費用発生に備え

るため、ポイント残

高に対して、過去の

お買物券発行実績率

等に基づき、将来の

お買物券発行見込額

等を計上しておりま

す。

⑤ ポイントカード引当

金

同左

⑤ ポイントカード引当

金

同左

⑥ 関係会社整理損引当

金

関係会社の事業整理

に伴い、将来負担す

ることとなる損失に

備えるため、当該損

失の見積額を計上し

ております。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

⑦ 商品券回収損引当金

商品券等が負債計上

中止後に回収された

場合に発生する損失

に備えるため、過去

の実績に基づく将来

の回収見込額を計上

しております。

⑧ 利息返還損失引当金

将来の利息返還の請

求に伴う損失に備え

るため、過去の返還

実績等を勘案した必

要額を計上しており

ます。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引について

は、主として通常の賃貸

借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっており

ます。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採

用しております。な

お、為替予約が付さ

れている外貨建金銭

債権債務等について

振当処理を、金利ス

ワップについては特

例処理の要件を満た

している場合は特例

処理を採用しており

ます。

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

② ヘッジ手段とヘッジ

対象

ヘッジ手段

為替予約取引、為

替変動・金利変動

リスクを回避する

ためのスワップ取

引及びオプション

取引

② ヘッジ手段とヘッジ

対象

同左

② ヘッジ手段とヘッジ

対象

同左

ヘッジ対象

外貨建営業債務、

借入金及び社債の

支払金利

ヘッジ対象

外貨建営業債務、

借入金の支払金利

ヘッジ対象

外貨建営業債務、

借入金及び社債の

支払金利

③ ヘッジ方針

当社グループのリス

ク管理方針に基づ

き、為替変動リスク

及び金利変動リスク

をヘッジすることと

しております。

③ ヘッジ方針

同左

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の

方法

ヘッジ手段及びヘッ

ジ対象について、中

間連結会計期間末に

個別取引毎のヘッジ

効果を検証しており

ますが、ヘッジ対象

の資産または負債と

ヘッジ手段につい

て、元本、利率、期

間等の重要な条件が

同一である場合に

は、本検証を省略す

ることとしておりま

す。

④ ヘッジ有効性評価の

方法

同左

④ ヘッジ有効性評価の

方法

ヘッジ手段及びヘッ

ジ対象について、連

結会計年度末(中間

連結会計期間末を含

む)に個別取引毎の

ヘッジ効果を検証し

ておりますが、ヘッ

ジ対象の資産または

負債とヘッジ手段に

つ い て、元 本、利

率、期間等の重要な

条件が同一の場合に

は、本検証を省略す

ることとしておりま

す。

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方

式によっております。

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(7) その他連結財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する

短期投資からなっておりま

す。

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期

投資からなっております。



(会計処理の変更) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(役員賞与に関する会計基準) 

当中間連結会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企業

会計基準第４号)を適用しておりま

す。なお、役員賞与は通期の業績を

基礎として算定しており、当中間連

結会計期間において合理的に見積も

ることが困難なため、計上しており

ません。

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号)を適用しております。従来

の「資本の部」の合計に相当する金

額は187,790百万円であります。な

お、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間における

中間連結財務諸表は、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成してお

ります。

(ストック・オプション等に関する

会計基準等) 

当中間連結会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第８号)

及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」(企業会

計基準委員会 終改正平成18年５

月31日 企業会計基準適用指針第11

号)を適用しております。これによ

り従来の方法によった場合と比べ、

営業利益、経常利益及び税金等調整

前中間純利益は、それぞれ79百万円

減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は当該箇所に記載しております。

(商品券回収損引当金に関する会計

基準) 

従来、未回収の商品券等について、

債務履行の可能性を考慮して一定の

期間が経過したときには、負債計上

を中止して、その発行価額を営業外

収益に計上してまいりましたが、

「租税特別措置法上の準備金及び特

別法上の引当金又は準備金並びに役

員退職慰労引当金等に関する監査上

の取扱い」(日本公認会計士協会監

査・保証実務委員会報告第42号 平

成19年４月13日)が公表されたのを

受け、当中間連結会計期間より、当

該商品券等が負債計上中止後に回収

された場合に発生する損失に備える

ため、過去の実績に基づく将来の回

収見込額を引当金として計上するこ

ととしました。 

この変更により、当中間連結会計期

間の引当金繰入額511百万円は営業

外費用に、過年度の引当金繰入相当

額2,281百万円は特別損失に計上し

ております。 

これにより従来の方法によった場合

と比べ、経常利益は17百万円減少

し、税金等調整前中間純利益は

2,298百万円減少しております。

(減価償却資産の償却方法に関する

会計基準) 

当中間連結会計期間より、法人税法

の改正((所得税法等の一部を改正す

る法律 平成19年３月30日 法律第

６号)及び(法人税法施行令の一部を

改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号))に伴い、平成19年４月

１日以後に取得した減価償却資産に

ついては、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。 

これにより従来の方法によった場合

と比べ、営業利益、経常利益及び税

金等調整前中間純利益は、それぞれ

54百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

(役員賞与に関する会計基準)

当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会  平成17年11月29日  企業会計

基準第４号)を適用しております。

これにより従来の方法によった場合

と比べ、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益はそれぞれ

103百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当連結会計年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日  企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会  平成17年12

月９日  企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。従来の

「資本の部」の合計に相当する金額

は198,481百万円であります。な

お、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結財

務諸表は、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。

(ストック・オプション等に関する

会計基準等) 

当連結会計年度より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」

(企業会計基準委員会  平成17年12

月27日 企業会計基準第８号)及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 終改正平成18年５月31

日 企業会計基準適用指針第11号)を

適用しております。これにより従来

の方法によった場合と比べ、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益は、それぞれ318百万円減少

しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は当該箇所に記載しております。



 
  

(表示方法の変更) 
  

 
  

(追加情報) 
  

   

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(計上区分の変更) 

従来、提携百貨店からのシステム利

用料収入は、システムの共同利用を

前提とした経費負担分として、販売

費及び一般管理費より控除して計上

してまいりましたが、当中間連結会

計期間より売上高として計上する方

法に変更しました。これは、伊勢丹

グループ10年ビジョンにおいて、シ

ステム統合を中心とした提携強化を

戦略課題と定め、提携百貨店等から

得るシステム利用料収入を営業活動

の成果として位置づけたことに伴

い、変更するものであります。この

変更により売上高に与える影響は軽

微であり、営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益に与える影

響はございません。なお、セグメン

ト情報に与える影響は当該箇所に記

載しております。

(計上区分の変更)

従来、提携百貨店からのシステム利

用料収入は、システムの共同利用を

前提とした経費負担分として、販売

費及び一般管理費より控除して計上

してまいりましたが、当連結会計年

度より売上高として計上する方法に

変更しました。これは、伊勢丹グル

ープ10年ビジョンにおいて、システ

ム統合を中心とした提携強化を戦略

課題と定め、提携百貨店等から得る

システム利用料収入を営業活動の成

果として位置づけたことに伴い、変

更するものであります。この変更に

より、売上高は718百万円増加して

おりますが、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益に与える

影響はございません。なお、セグメ

ント情報に与える影響は当該箇所に

記載しております。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

前中間連結会計期間において、「投資活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他の投資の増減額」に含めてい

た「差入敷金保証金の差入による支出」(前中間連結会

計期間△500百万円)及び「差入敷金保証金の回収による

収入」(前中間連結会計期間989百万円)は重要性が増し

たため、当中間連結会計期間から区分掲記することとし

ました。 

前中間連結会計期間において、「財務活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に含めていた「自己株式の

取得による支出」(前中間連結会計期間△７百万円)は重

要性が増したため、当中間連結会計期間から区分掲記す

ることとしました。

(中間連結貸借対照表) 

前中間連結会計期間まで流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「利息返還損失引当金」(前中間連

結会計期間末の残高は84百万円)は、重要性が増したた

め、当中間連結会計期間より区分掲記しております。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

前中間連結会計期間まで「財務活動によるキャッシュ・

フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「少

数株主への配当金の支払額」(前中間連結会計期間△356

百万円)は、重要性が増したため、当中間連結会計期間

より区分掲記しております。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(減価償却資産の償却方法に関する会

計基準) 

当中間連結会計期間より、平成19年

３月31日以前に取得した減価償却資

産については、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から５年間で均

等償却する方法によっております。 

これにより、営業利益は114百万円、

経常利益及び税金等調整前中間純利

益は、それぞれ115百万円減少してお

ります。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

(株式会社三越との経営統合につい

て)

当社と株式会社三越(以下「三越」と

いいます。)とは、平成20年４月１日

(予定)を期して、株式移転により、

株式会社三越伊勢丹ホールディング

ス(以下「共同持株会社」といいま

す。)を設立(以下「本株式移転」と

いいます。)することについて合意に

達し、平成19年８月23日開催の両社

取締役会において本株式移転による

経営統合に関する「統合契約書」を

締結することを決議いたしました。

また、平成19年10月４日開催の両社

取締役会において承認の上、「株式

移転計画」を作成し、平成19年11月

20日開催の両社臨時株主総会におい

て、本株式移転が承認されました。

株式移転の要旨

(1) 株式移転の日程

  平成20年４月１日(予定)

共同持株会社設立登記日(効力

発生日)

(2) 株式移転比率

会社名 伊勢丹 三越
株式移転比率 1 0.34

(注１) (1) これにより、当社の普通

株式１株に対して共同持

株会社の普通株式１株

を、三越の普通株式１株

に対して共同持株会社の

普通株式0.34株をそれぞ

れ割当て交付いたしま

す。

ただし、上記株式移転比

率は、算定の基礎となる

諸条件に重大な変更が生

じた場合は、両社協議の

上、変更することがあり

ます。

(2) 共同持株会社が本株式移

転により交付する新株式

数(予定)

普通株式400,380,504株

ただし、当該株式数は、

平成19年８月末日時点で

の両社の発行済株式総数

に基づいて記載しており

ます。共同持株会社設立

の直前までに当社又は三

越の新株予約権等の行使

等がなされた場合は、共

同持株会社が交付する新

株式数は変動することが

あります。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) 株式移転比率の算定の基礎及び

経緯

本株式移転に用いられる株式移

転比率の算定にあたって公正性

を期すため、当社は三菱ＵＦＪ

証券株式会社(以下「三菱ＵＦＪ

証券」)を、三越は大和証券エス

エムビーシー株式会社(以下「大

和証券ＳＭＢＣ」)を今回の経営

統合のためのファイナンシャ

ル・アドバイザーとして任命し

それぞれ株式移転比率の算定を

依頼いたしました。三菱ＵＦＪ

証券は、本統合の諸条件等を分

析した上で、市場株価法、類似

会社比較法、ＤＣＦ(ディスカウ

ンテッド・キャッシュフロー)

法、１株当たり利益希薄化分析

などを総合的に勘案して意見表

明を行っております。 

大和証券ＳＭＢＣは、株式移転

比率の算定において、ＤＣＦ(デ

ィスカウンテッド・キャッシュ

フロー)法及び市場株価法を主た

る指標として採用し、加えて、

多面的な評価を行うため、参考

として時価純資産法による分析

等を行っております。 

当社は、三菱ＵＦＪ証券による

株式移転比率の算定結果を参考

に、三越は、大和証券ＳＭＢＣ

による株式移転比率の算定結果

を参考に、それぞれ両社の財務

の状況、資産の状況、将来の見

通し等の要因を総合的に勘案

し、両社で株式移転比率につい

て慎重に協議を重ねた結果、

終的に上記株式移転比率が妥当

であるとの判断に至り合意いた

しました。

(4) 株式移転により新たに設立する

会社の状況

商号 株式会社三越伊勢
丹ホールディング
ス

事業内容 百貨店業等の事業
を行う子会社及び
グループ会社の経
営計画・管理並び
にそれに付帯又は
関連する業務

本店所在地 東京都中央区銀座
資本金 500億円



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(5) 本株式移転に伴う会計処理の概

要

  本株式移転は、企業結合会計基

準における「取得」に該当する

ため、現時点においてパーチェ

ス法の適用が想定されており、

その場合、会計上の被取得会社

である三越及びその子会社の資

産及び負債は、共同持株会社の

連結財務諸表上において時価で

計上されることとなります。こ

の場合、共同持株会社は連結決

算において、現時点で試算する

と負ののれんを約700億円(注２)

計上することが見込まれます。

金額及び償却年数等について

は、未定であります。

(注２) 平成19年10月４日までに入手

した諸数値を前提に試算した

見込みのものであり、今後変

動し、 終確定額はこれと異

なる可能性があります。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 

  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

※１ 担保資産及び担保債務    
担保に供している資産は次の
とおりであります。

   たな卸資産   635百万円
   担保に供されている債務は次

のとおりであります。
    流動負債の   150百万円
    「その他」

※２ 有形固定資産の減価償却累計
額      126,155百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計
額      132,490百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計
額      128,427百万円

 ３ 偶発債務
   従業員の住宅購入資金の借入

に対して債務保証を行ってお
ります。    1,390百万円

 ３ 偶発債務
   従業員の住宅購入資金の借入

に対して債務保証を行ってお
ります。   1,048百万円

３ 偶発債務
  従業員の住宅購入資金の借入

に対して債務保証を行ってお
ります。    1,165百万円

※４ 貸出コミットメント
  (1) 貸手側
   連結子会社㈱伊勢丹アイカー

ド及び㈱井筒屋ウィズカード
においては、クレジットカー
ド業務に附帯するキャッシン
グ及びカードローン業務を行
っております。当該業務にお
ける未実行残高は次のとおり
であります。

※４ 貸出コミットメント
  (1) 貸手側
   連結子会社㈱伊勢丹アイカー

ド及び㈱井筒屋ウィズカード
においては、クレジットカー
ド業務に附帯するキャッシン
グ及びカードローン業務を行
っております。当該業務にお
ける未実行残高は次のとおり
であります。

※４ 貸出コミットメント
 (1) 貸手側
  連結子会社㈱伊勢丹アイカー

ド及び㈱井筒屋ウィズカード
においては、クレジットカー
ド業務に附帯するキャッシン
グ及びカードローン業務を行
っております。当該業務にお
ける未実行残高は次のとおり
であります。

キャッシング
及びカードロ
ーン与信限度
額の総額

150,462百万円

実行残高 12,972

差引額 137,490百万円

キャッシング
及びカードロ
ーン与信限度
額の総額

178,857百万円

実行残高 14,361

差引額 164,495百万円

キャッシング
及びカードロ
ーン与信限度
額の総額

164,616百万円

実行残高 13,934

差引額 150,681百万円

  (2) 借手側
   当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行６行
と貸出コミットメント契約を
締結しております。

   当中間連結会計期間末におけ
る貸出コミットメントに係る
借入未実行残高等は次のとお
りであります。

  (2) 借手側
   当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行６行
と貸出コミットメント契約を
締結しております。

   当中間連結会計期間末におけ
る貸出コミットメントに係る
借入未実行残高等は次のとお
りであります。

 (2) 借手側
  当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行６行
と貸出コミットメント契約を
締結しております。

  当連結会計年度末における貸
出コミットメントに係る借入
未実行残高等は次のとおりで
あります。

特定融資枠 
契約の総額

25,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 25,000百万円

特定融資枠
契約の総額

25,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 25,000百万円

特定融資枠 
契約の総額

25,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 25,000百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

給料手当 25,907百万円

地代家賃 12,191

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

給料手当 25,341百万円

地代家賃 11,985

外部委託作業費  11,172
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

給料手当 51,268百万円

地代家賃 24,243

※２ 紳士服・婦人服の専門店であ

るバーニーズニューヨークを

事業展開している㈱バーニー

ズジャパンを譲渡したことに

伴う関係会社株式売却益182

百万円、固定資産等売却益

677百万円であります。

※２ 紳士服・婦人服の専門店であ

るバーニーズニューヨークを

事業展開している㈱バーニー

ズジャパンを譲渡したことに

伴う関係会社株式売却益182

百万円及び固定資産等売却益

677百万円であります。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※３ 当連結会計年度において、当

社及び連結子会社は以下の資

産グループについて減損損失

を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

㈱伊勢丹
(東京都立川市)

店舗等 建物 3,194

その他 店舗等 建物 31

   当社及び連結子会社は、キャ

ッシュ・フローを生み出す

小単位として、主として店舗

を基本単位としてグルーピン

グしております。営業活動か

ら生ずる損益が継続してマイ

ナスである資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減

額 し、固 定 資 産 減 損 損 失

(3,226百万円)として計上しま

した。

  ※減損損失の内訳

㈱伊勢丹

3,194(内、建物3,194)百万

円

その他

31 (内、建物31)百万円

   なお、当資産グループの回収

可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、重要性の高

い資産グループの測定につい

ては、不動産鑑定評価基準に

基づいた不動産鑑定士からの

評価額を基準としておりま

す。



次へ 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※４ 中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、

当期において予定している圧

縮積立金の積立て及び取崩し

を前提として、当中間連結会

計期間に係る金額を計算して

おります。

※４     同左



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
(注) 増加は、新株引受権及び新株予約権の権利行使による新株の発行によるものです。 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
(注) 増加の内訳は、次のとおりであります。 

 平成18年８月25日開催の取締役会決議に基づく市場取引による増加 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) 平成18年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金の支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 224,360,003 247,900 ― 224,607,903

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 73,584 5,002,928 ― 5,076,512

5,000,000株

単元未満株式の買取りによる増加 2,928株

区分 新株予約権の内訳
当中間連結会計期間末残高 

（百万円）

提出会社 平成18年 新株予約権 79

計 79

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当金
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 2,018 9.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当金(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月９日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,097 5.00 平成18年９月30日 平成18年12月５日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
(注) 増加は、新株引受権及び新株予約権の権利行使による新株の発行によるものです。 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
(注) 増加は、単元未満株式の買取りによるものです。 

  

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金の支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 225,179,103 127,000 ― 225,306,103

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 5,080,342 4,173 ― 5,084,515

区分
新株予約権の 

内訳

新株予約権の 
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間末 

残高 
(百万円)

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増加

当中間連結
会計期間減少

当中間連結 
会計期間末

提出会社 
(親会社)

ストック・オプ
ションとしての
新株予約権

普通株式 ― ― ― ― 400

計 ― ― ― ― 400

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当金
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 1,980 9.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当金(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月８日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,101 5.00 平成19年９月30日 平成19年11月30日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   

(注) 増加は、新株引受権及び新株予約権の権利行使による新株の発行によるものです。 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
(注) 増加の内訳は、次のとおりであります。 

 
  
３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金の支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 224,360,003 819,100 ― 225,179,103

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 73,584 5,006,758 ― 5,080,342

平成18年8月25日開催の取締役会決議に基づく市場取引による増加 5,000,000株

単元未満株式の買取りによる増加 6,758株

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計 
年度末

提出会社 
（親会社）

ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

― ― ― ― ― 318

合計 ― ― ― ― ― 318

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 2,018 9.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月９日 
取締役会

普通株式 1,097 5.00 平成18年９月30日 平成18年12月５日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,980 9.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日



次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

(平成18年９月30日)

現金及び預金 
勘定

24,873百万円

預入期間が３ヶ
月を超える 
定期預金

△967

短期貸付金 2,998

現金及び現金 
同等物の中間 
期末残高

26,905百万円

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

(平成19年９月30日)

現金及び預金
勘定

25,623百万円

預入期間が３ヶ
月を超える 
定期預金

△662

有価証券 170

現金及び現金
同等物の中間 
期末残高

25,132百万円

 

 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

(平成19年３月31日)

現金及び預金
勘定

33,672百万円

預入期間が３ヶ
月を超える 
定期預金

△648

現金及び現金
同等物の期末 
残高

33,023百万円



   (リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

借手側

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

借手側

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

借手側

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額

及び中間期末残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 
相当額 

(百万円)

器具及び 
備品

5,870 2,587 3,283

その他 3,939 1,640 2,299

合計 9,810 4,227 5,582

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額

及び中間期末残高相当額

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 
相当額 

(百万円)

器具及び 
備品

5,977 3,043 2,934

その他 4,022 2,230 1,791

合計 9,999 5,273 4,725

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

器具及び
備品

5,888 2,764 3,124

その他 4,018 1,965 2,052

合計 9,906 4,730 5,176

(注) 取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。

(注)    同左 (注) 取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

おります。

(2) 未経過リース料中間期末残

高相当額

１年内 1,912百万円

１年超 3,669

合計 5,582百万円

(2) 未経過リース料中間期末残

高相当額

１年内 1,893百万円

１年超 2,832

合計 4,725百万円

(2) 未経過リース料期末残高相

当額

１年内 1,905百万円

１年超 3,270

合計 5,176百万円

(注) 未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定し

ております。

(注)    同左 (注) 未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法

により算定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却

費相当額

支払リース料 1,013百万円

減価償却費 
相当額

1,013

(3) 支払リース料及び減価償却

費相当額

支払リース料 1,004百万円

減価償却費
相当額

1,004

(3) 支払リース料及び減価償却

費相当額

支払リース料 2,013百万円

減価償却費 
相当額

2,013

(4) 減価償却費相当額の算定方

法

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする

定額法によっておりま

す。

(4) 減価償却費相当額の算定方

法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方

法

同左



前へ   次へ 

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

２ オペレーティング・リース取引

借手側

未経過リース料

１年内 5,760百万円

１年超 51,327

合計 57,087百万円
 

２ オペレーティング・リース取引

借手側

未経過リース料

１年内 6,168百万円

１年超 45,549

合計 51,718百万円

２ オペレーティング・リース取引

借手側

未経過リース料

１年内 5,923百万円

１年超 48,609

合計 54,533百万円

(減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失

はないため、項目等の記載は省略し

ております。

(減損損失について)

同左

(減損損失について)

同左



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 株式 25,596 44,868 19,272

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 25,596 44,868 19,272

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

その他有価証券

非上場株式等 1,776

非上場債券 2,028

合計 3,805

取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 株式 26,904 40,402 13,497

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 26,904 40,402 13,497

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

その他有価証券

非上場株式等 1,823

非上場債券 964

合計 2,788



前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

 
  

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 株式 25,698 46,671 20,972

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 25,698 46,671 20,972

連結貸借対照表計上額
(百万円)

その他有価証券

非上場株式等 1,793

非上場債券 2,017

合計 3,811



前へ   次へ 

(デリバティブ取引関係) 

(1) 通貨関連 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいても、ヘッジ会計が

適用されているため、記載を省略しております。 

  

(2) 金利関連 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいても、ヘッジ会計が

適用されているため、記載を省略しております。 

  



(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

 
  
２ ストック・オプションの内容及び規模 
  

 
  

 
  

 
(注) 権利確定前の失効4,000株(１名分)を除外しております。 

  

販売費及び一般管理費 79百万円

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年６月29日開催の定時株主総会決議及び 

平成18年７月21日開催の取締役会決議

付与対象者の区分及び人数 当社取締役７名

株式の種類及び付与数 普通株式 160,700株

付与日 平成18年８月８日

権利確定条件 ①取締役の地位を平成19年３月31日までに自己都合により喪失した場合、

その時点以降行使できない。

②取締役の地位を平成19年３月31日までに死亡により喪失した場合、その

時点以降行使できない。

③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによ

る。

対象勤務期間 平成18年８月８日～平成19年３月31日

権利行使期間 平成20年８月９日～平成25年８月８日

権利行使価格 1,829円

付与日における公正な評価単価 新株予約権１個当たり 50,100円

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年５月８日開催の取締役会決議及び 

平成18年７月21日開催の取締役会決議

付与対象者の区分及び人数 当社執行役員17名

株式の種類及び付与数 普通株式 262,900株

付与日 平成18年８月８日

権利確定条件 ①執行役員の地位を平成19年３月31日までに自己都合により喪失した場

合、その時点以降行使できない。

②執行役員の地位を平成19年３月31日までに死亡により喪失した場合、そ

の時点以降行使できない。

③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによ

る。

対象勤務期間 平成18年８月８日～平成19年３月31日

権利行使期間 平成20年８月９日～平成25年８月８日

権利行使価格 1,829円

付与日における公正な評価単価 新株予約権１個当たり 50,100円

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年６月29日開催の定時株主総会決議及び 

平成18年７月21日開催の取締役会決議

付与対象者の区分及び人数 当社従業員53名 (注)

株式の種類及び付与数 普通株式 212,000株 (注)

付与日 平成18年８月８日

権利確定条件 ①従業員の地位を平成19年３月31日までに自己都合により喪失した場合、

その時点以降行使できない。

②従業員の地位を平成19年３月31日までに死亡により喪失した場合、その

時点以降行使できない。

③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによ

る。

対象勤務期間 平成18年８月８日～平成19年３月31日

権利行使期間 平成20年８月９日～平成25年８月８日

権利行使価格 1,829円

付与日における公正な評価単価 新株予約権１個当たり 50,100円



前へ   次へ 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

 
  
２ ストック・オプションの内容及び規模 
  

 
  

 
  

 
  

  

販売費及び一般管理費 82百万円

会社名 提出会社

決議年月日 平成19年７月20日開催の取締役会決議

付与対象者の区分及び人数 当社取締役８名

株式の種類及び付与数 普通株式 211,600株

付与日 平成19年８月７日

権利確定条件 ①取締役の地位を平成20年３月31日までに自己都合により喪失した場合、

その時点以降行使できない。

②取締役の地位を平成20年３月31日までに死亡により喪失した場合、その

時点以降行使できない。

③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによ

る。

対象勤務期間 平成19年８月７日～平成20年３月31日

権利行使期間 平成21年８月８日～平成26年８月７日

権利行使価格 1,952円

付与日における公正な評価単価 新株予約権１個当たり 43,900円

会社名 提出会社

決議年月日 平成19年７月20日開催の取締役会決議

付与対象者の区分及び人数 当社執行役員19名

株式の種類及び付与数 普通株式 331,400株

付与日 平成19年８月７日

権利確定条件 ①執行役員の地位を平成20年３月31日までに自己都合により喪失した場

合、その時点以降行使できない。

②執行役員の地位を平成20年３月31日までに死亡により喪失した場合、そ

の時点以降行使できない。

③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによ

る。

対象勤務期間 平成19年８月７日～平成20年３月31日

権利行使期間 平成21年８月８日～平成26年８月７日

権利行使価格 1,952円

付与日における公正な評価単価 新株予約権１個当たり 43,900円

会社名 提出会社

決議年月日 平成19年６月28日開催の定時株主総会決議及び 

平成19年７月20日開催の取締役会決議

付与対象者の区分及び人数 当社従業員52名

株式の種類及び付与数 普通株式 208,000株

付与日 平成19年８月７日

権利確定条件 ①従業員の地位を平成20年３月31日までに自己都合により喪失した場合、

その時点以降行使できない。

②従業員の地位を平成20年３月31日までに死亡により喪失した場合、その

時点以降行使できない。

③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによ

る。

対象勤務期間 平成19年８月７日～平成20年３月31日

権利行使期間 平成21年８月８日～平成26年８月７日

権利行使価格 1,952円

付与日における公正な評価単価 新株予約権１個当たり 43,900円



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

 
  

２ 当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

  

 
  

 
  

平成14年ストック・オプション 

 
  

 
  

販売費及び一般管理費 318百万円

会社名 提出会社

決議年月日 平成12年６月29日開催の定時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 19名

株式の種類及び付与数 普通株式 184,000株

付与日 平成12年８月１日

権利確定条件 付されておりません

対象勤務期間 定められておりません

権利行使期間 平成12年８月１日～平成22年６月28日

権利行使価格 1,157円

付与日における公正な評価単価 ―

会社名 提出会社

決議年月日 平成13年６月28日開催の定時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ８名、当社執行役員 13名、当社従業員 352名

株式の種類及び付与数 普通株式 1,062,000株

付与日 平成13年８月７日

権利確定条件 付されておりません

対象勤務期間 定められておりません

権利行使期間 平成15年８月７日～平成23年６月27日

権利行使価格 1,359円

付与日における公正な評価単価 ―

会社名 提出会社

決議年月日 平成14年６月27日開催の定時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ９名、当社執行役員 20名、当社従業員 344名

株式の種類及び付与数 (注) 普通株式 1,152,000株

付与日 平成14年８月６日

権利確定条件 付されておりません

対象勤務期間 定められておりません

権利行使期間 平成16年７月１日～平成24年６月26日

権利行使価格 1,162円に100を乗じた価額

付与日における公正な評価単価 ―

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年６月27日開催の定時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ９名、当社執行役員 19名、当社従業員 336名

株式の種類及び付与数 (注) 普通株式 1,533,500株

付与日 平成15年８月５日

権利確定条件 付されておりません

対象勤務期間 定められておりません

権利行使期間 平成17年７月１日～平成22年６月26日

権利行使価格 891円に100を乗じた価額

付与日における公正な評価単価 ―



 
  

 
  

 
  

 
  

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日開催の定時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ８名、当社執行役員 18名、当社従業員 54名

株式の種類及び付与数 (注) 普通株式 640,600株

付与日 平成16年８月３日

権利確定条件 付されておりません

対象勤務期間 定められておりません

権利行使期間 平成18年７月１日～平成23年６月28日

権利行使価格 1,378円に100を乗じた価額

付与日における公正な評価単価 ―

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年６月29日開催の定時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ７名、当社執行役員 19名、当社従業員 53名

株式の種類及び付与数 (注) 普通株式 692,400株

付与日 平成17年８月２日

権利確定条件 付されておりません

対象勤務期間 定められておりません

権利行使期間 平成19年７月１日～平成24年６月28日

権利行使価格 1,560円に100を乗じた価額

付与日における公正な評価単価 ―

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年６月29日開催の定時株主総会決議及び 

平成18年７月21日開催の取締役会決議

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ７名

株式の種類及び付与数 (注) 普通株式 160,700株

付与日 平成18年８月８日

権利確定条件 ①取締役の地位を平成19年３月31日までに自己都合により喪失した場合、

その時点以降行使できない。

②取締役の地位を平成19年３月31日までに死亡により喪失した場合、その

時点以降行使できない。

③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによ

る。

対象勤務期間 平成18年８月８日～平成19年３月31日

権利行使期間 平成20年８月９日～平成25年８月８日

権利行使価格 1,829円に100を乗じた価額

付与日における公正な評価単価 新株予約権１個当たり 50,100円

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年５月８日開催の取締役会決議及び 

平成18年７月21日開催の取締役会決議

付与対象者の区分及び人数 当社執行役員 17名

株式の種類及び付与数 (注) 普通株式 262,900株

付与日 平成18年８月８日

権利確定条件 ①執行役員の地位を平成19年３月31日までに自己都合により喪失した場

合、その時点以降行使できない。

②執行役員の地位を平成19年３月31日までに死亡により喪失した場合、そ

の時点以降行使できない。

③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによ

る。

対象勤務期間 平成18年８月８日～平成19年３月31日

権利行使期間 平成20年８月９日～平成25年８月８日

権利行使価格 1,829円に100を乗じた価額

付与日における公正な評価単価 新株予約権１個当たり 50,100円



前へ 

 
(注) 株式数に換算して記載しております。 

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年６月29日開催の定時株主総会決議及び 

平成18年７月21日開催の取締役会決議

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 54名

株式の種類及び付与数 (注) 普通株式 216,000株

付与日 平成18年８月８日

権利確定条件 ①従業員の地位を平成19年３月31日までに自己都合により喪失した場合、

その時点以降行使できない。

②従業員の地位を平成19年３月31日までに死亡により喪失した場合、その

時点以降行使できない。

③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによ

る。

対象勤務期間 平成18年８月８日～平成19年３月31日

権利行使期間 平成20年８月９日～平成25年８月８日

権利行使価格 1,829円に100を乗じた価額

付与日における公正な評価単価 新株予約権１個当たり 50,100円



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日  至 平成19年９月30日) 

  

 
  

百貨店業
(百万円)

クレジット 
・金融業 
(百万円)

小売・
専門店業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

335,445 4,078 26,758 2,677 368,960 ― 368,960

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

434 2,679 5,003 16,451 24,568 (24,568) ―

計 335,879 6,758 31,761 19,128 393,528 (24,568) 368,960

  営業費用 325,894 4,463 30,989 18,924 380,272 (24,690) 355,582

  営業利益 9,984 2,294 772 204 13,255 122 13,377

百貨店業
(百万円)

クレジット 
・金融業 
(百万円)

小売・
専門店業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

337,930 4,313 24,971 3,093 370,308 ― 370,308

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

424 2,816 5,052 17,112 25,406 (25,406) ―

計 338,355 7,130 30,023 20,206 395,715 (25,406) 370,308

  営業費用 326,575 5,018 29,811 19,922 381,328 (25,414) 355,913

  営業利益 11,779 2,111 211 283 14,386 8 14,394



前連結会計年度(自 平成18年４月１日  至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、事業領域別区分によっております。 

２ 「その他事業」は、総合人材サービス業、情報処理サービス業、不動産業、友の会運営等であります。 

３ 会計処理基準等の変更 

(前中間連結会計期間) 

① (会計処理の変更)に記載のとおり、当中間連結会計期間より「ストック・オプション等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第８号)及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 終改正平成18年５月31日 企業会計基準適用指

針第11号)を適用しております。この変更により、営業利益は79百万円減少しております。 

② (会計処理の変更)に記載のとおり、当中間連結会計期間より計上区分の変更をしております。この変更

により売上高に与える影響は軽微であり、営業利益に与える影響はございません。 

  

(当中間連結会計期間) 

(会計処理の変更)に記載のとおり、当中間連結会計期間より法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政

令第83号))に伴い、平成19年４月１日以後に取得した減価償却資産については、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。これにより、営業費用が百貨店業において37百万円、小売・専門店業において17

百万円それぞれ増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

(前連結会計年度) 

① (会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準

委員会   平成17年11月29日  企業会計基準第４号)を適用しております。 

この変更に伴い、従来の方法に比較して、当連結会計年度の営業費用が、百貨店業について93百万円、

小売・専門店業について９百万円それぞれ増加し、営業利益が同額減少しております。 

② (会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会  平成17年12月27日 企業会計基準第８号)及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 終改正平成18年５月31日 企業会計基準適用指針

第11号)を適用しております。 

この変更に伴い、従来の方法に比較して、百貨店業について、当連結会計年度の営業費用は318百万円

増加し、営業利益が同額減少しております。 

③ (会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度より計上区分の変更をしております。 

この変更により、百貨店業について、売上高が718百万円増加し、営業費用が同額増加しております。 

  

百貨店業
(百万円)

クレジット 
・金融業 
(百万円)

小売・
専門店業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

714,683 8,406 51,737 6,970 781,798 ― 781,798

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

878 5,761 9,992 33,181 49,814 (49,814) ―

計 715,562 14,168 61,730 40,152 831,613 (49,814) 781,798

  営業費用 689,006 10,019 60,518 39,734 799,278 (49,731) 749,546

  営業利益 26,556 4,148 1,211 418 32,335 (82) 32,252



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日) 
  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日  至 平成19年９月30日) 
  

 
  

日本 
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 340,723 28,237 368,960 ― 368,960

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

315 82 398 (398) ―

計 341,038 28,319 369,358 (398) 368,960

  営業費用 329,122 26,865 355,988 (405) 355,582

  営業利益 11,916 1,454 13,370 7 13,377

日本 
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 335,241 35,067 370,308 ― 370,308

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

324 170 495 (495) ―

計 335,566 35,238 370,804 (495) 370,308

  営業費用 322,609 33,693 356,303 (389) 355,913

  営業利益 12,956 1,544 14,500 (106) 14,394



前連結会計年度(自 平成18年４月１日  至 平成19年３月31日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

その他……中国、シンガポール、タイ、マレーシア 

３ 会計処理基準等の変更 

(前中間連結会計期間) 

① (会計処理の変更)に記載のとおり、当中間連結会計期間より「ストック・オプション等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第８号)及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 終改正平成18年５月31日 企業会計基準適用指

針第11号)を適用しております。この変更により、営業利益は79百万円減少しております。 

② (会計処理の変更)に記載のとおり、当中間連結会計期間より計上区分の変更をしております。この変更

により売上高に与える影響は軽微であり、営業利益に与える影響はございません。 

  

(当中間連結会計期間) 

(会計処理の変更)に記載のとおり、当中間連結会計期間より法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政

令第83号))に伴い、平成19年４月１日以後に取得した減価償却資産については、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。これにより、日本について、営業費用が54百万円増加し、営業利益が同額減少し

ております。 

  

(前連結会計年度) 

① (会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準

委員会  平成17年11月29日  企業会計基準第４号)を適用しております。 

この変更に伴い、従来の方法に比較して、日本について、当連結会計年度の営業費用は103百万円増加

し、営業利益が同額減少しております。 

② (会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会  平成17年12月27日 企業会計基準第８号)及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 終改正平成18年５月31日 企業会計基準適用指針

第11号)を適用しております。 

この変更に伴い、従来の方法に比較して、日本について、当連結会計年度の営業費用は318百万円増加

し、営業利益が同額減少しております。 

③ (会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度より計上区分の変更をしております。 

この変更により、日本について、売上高が718百万円増加し、営業費用が同額増加しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び当中間連結会計期間(自 平成19

年４月１日 至 平成19年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

日本 
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 718,356 63,442 781,798 ― 781,798

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

655 88 744 (744) ―

計 719,011 63,531 782,542 (744) 781,798

  営業費用 689,498 60,859 750,357 (811) 749,546

  営業利益 29,513 2,671 32,185 67 32,252



(１株当たり情報) 

  

 
  
(注) １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、次

のとおりです。 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 855.81円 １株当たり純資産額 902.00円 １株当たり純資産額 901.87円

１株当たり中間純利益金額 41.14円 １株当たり中間純利益金額 25.68円 １株当たり当期純利益金額 82.43円

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益金額

40.94円
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益金額

25.61円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

82.02円

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益 
金額

中間(当期)純利益(百万円) 9,203 5,652 18,291

普通株式に帰属しない金額
(百万円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)
純利益(百万円)

9,203 5,652 18,291

普通株式の期中平均株式数
(千株)

223,692 220,148 221,898

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額

普通株式増加数(千株) 1,120 563 1,104

(うち新株予約権(千株)) (1,120) (563) (1,104)



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 6,873 5,618 11,119

 ２ 受取手形 469 466 447

 ３ 売掛金 30,558 29,989 34,720

 ４ たな卸資産 21,043 21,477 20,246

 ５ 繰延税金資産 1,873 2,737 3,676

 ６ 関係会社 
   短期貸付金

※４ 14,420 19,937 15,609

 ７ その他 10,972 8,513 10,222

   貸倒引当金 △1,740 △4,110 △3,000

   流動資産合計 84,471 26.2 84,631 25.9 93,043 27.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び 
    構築物

※１ 66,482 66,804 65,512

  (2) 土地 38,588 38,165 38,347

  (3) 建設仮勘定 824 214 226

  (4) その他 ※１ 5,077 5,970 5,606

   有形固定資産 
   合計

110,973 34.4 111,155 34.1 109,692 32.9

 ２ 無形固定資産 6,620 2.0 7,044 2.2 6,458 2.0

 ３ 投資その他の 
   資産

  (1) 投資有価証券 43,948 39,467 45,261

  (2) 関係会社株式 14,991 17,387 14,965

  (3) 長期貸付金 37 8 31

  (4) 投資不動産 ※１ 23,024 26,169 23,843

  (5) 差入敷金 
    保証金

29,066 28,239 28,492

  (6) その他 9,572 12,139 11,476

    貸倒引当金 △10 △10 △10

   投資その他の 
   資産合計

120,630 37.4 123,401 37.8 124,060 37.2

   固定資産合計 238,223 73.8 241,601 74.1 240,211 72.1

   資産合計 322,695 100.0 326,233 100.0 333,255 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 37,312 37,133 40,041

 ２ １年内償還 
   予定社債

5,000 30,000 20,000

 ３ 短期借入金 38,045 36,384 36,344

 ４ コマーシャル 
   ペーパー

― 5,000 ―

 ５ 未払法人税等 894 3,137 7,219

 ６ 役員賞与引当金 ― ― 93

 ７ 関係会社整理損 
   引当金

― 311 ―

 ８ 商品券回収損 
   引当金

― 1,650 ―

 ９ その他 ※３ 32,796 32,341 37,346

   流動負債合計 114,048 35.3 145,958 44.8 141,045 42.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 30,000 ― 10,000

 ２ 繰延税金負債 5,484 2,793 4,898

 ３ 退職給付引当金 17,840 15,759 17,092

 ４ 役員退職慰労金 
   引当金

572 636 628

 ５ 債務保証損失 
   引当金

1,503 417 710

 ６ その他 1,966 4,281 2,120

   固定負債合計 57,367 17.8 23,888 7.3 35,449 10.7

   負債合計 171,415 53.1 169,847 52.1 176,494 53.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 36,265 11.2 36,681 11.2 36,600 11.0

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 42,846 43,261 43,180

   資本剰余金合計 42,846 13.3 43,261 13.3 43,180 13.0

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 5,057 5,057 5,057

  (2) その他 
    利益剰余金

    圧縮積立金 8,448 8,384 8,384

    圧縮特別勘定 
    積立金

1,363 ― ―

    別途積立金 15,696 15,696 15,696

    繰越利益 
    剰余金

39,413 48,588 44,908

   利益剰余金合計 69,979 21.7 77,726 23.8 74,046 22.2

 ４ 自己株式 △9,590 △2.9 △9,606 △2.9 △9,598 △2.9

   株主資本合計 139,500 43.3 148,063 45.4 144,229 43.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

11,611 3.6 7,909 2.4 12,192 3.6

 ２ 繰延ヘッジ損益 87 0.0 12 0.0 19 0.0

   評価・換算
   差額等合計

11,699 3.6 7,921 2.4 12,212 3.6

Ⅲ 新株予約権 79 0.0 400 0.1 318 0.1

   純資産合計 151,279 46.9 156,386 47.9 156,760 47.0

   負債及び
   純資産合計

322,695 100.0 326,233 100.0 333,255 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 210,859 100.0 215,956 100.0 454,951 100.0

Ⅱ 売上原価 152,168 72.2 155,958 72.2 328,339 72.2

   売上総利益 58,691 27.8 59,998 27.8 126,612 27.8

Ⅲ その他の営業収入 2,127 1.0 2,420 1.1 5,073 1.1

   営業総利益 60,818 28.8 62,418 28.9 131,685 28.9

Ⅳ 販売費及び 
  一般管理費

51,895 24.6 52,501 24.3 109,861 24.1

   営業利益 8,922 4.2 9,917 4.6 21,823 4.8

Ⅴ 営業外収益 ※１ 4,655 2.2 6,890 3.2 8,434 1.8

Ⅵ 営業外費用 ※２ 3,433 1.6 3,980 1.9 7,426 1.6

   経常利益 10,145 4.8 12,827 5.9 22,832 5.0

Ⅶ 特別利益 ※３ 1,334 0.6 20 0.0 1,414 0.3

Ⅷ 特別損失 ※４ 720 0.3 2,783 1.2 4,566 1.0

   税引前中間 
   (当期)純利益

10,760 5.1 10,063 4.7 19,679 4.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

※６ 480 0.2 2,825 1.4 7,200 1.6

   法人税等調整額 ※６ 3,061 1.5 1,577 0.7 96 0.0

   中間(当期) 
   純利益

7,218 3.4 5,660 2.6 12,383 2.7



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本 

準備金

資本 
剰余金 
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益 
剰余金 
合計

圧縮
積立金

圧縮
特別勘定
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 36,122 42,703 42,703 5,057 2,909 3,223 15,696 38,015 64,902 △91 143,636

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 142 142 142 285

 圧縮積立金の積立(注) 5,846 △5,846 ― ―

 圧縮積立金の取崩(注) △306 306 ― ―

 圧縮特別勘定積立金の積立(注) 1,363 △1,363 ― ―

 圧縮特別勘定積立金の取崩(注) △3,223 3,223 ― ―

 剰余金の配当(注) △2,018 △2,018 △2,018

 役員賞与(注) △123 △123 △123

 中間純利益 7,218 7,218 7,218

 自己株式の取得 △9,498 △9,498

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

142 142 142 ― 5,539 △1,860 ― 1,397 5,077 △9,498 △4,135

平成18年９月30日残高(百万円) 36,265 42,846 42,846 5,057 8,448 1,363 15,696 39,413 69,979 △9,590 139,500

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 16,222 ― 16,222 ― 159,858

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 285

 圧縮積立金の積立(注) ―

 圧縮積立金の取崩(注) ―

 圧縮特別勘定積立金の積立(注) ―

 圧縮特別勘定積立金の取崩(注) ―

 剰余金の配当(注) △2,018

 役員賞与(注) △123

 中間純利益 7,218

 自己株式の取得 △9,498

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△4,610 87 △4,522 79 △4,443

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△4,610 87 △4,522 79 △8,578

平成18年９月30日残高(百万円) 11,611 87 11,699 79 151,279



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本 

準備金

資本
剰余金 
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益 

剰余金 
合計

圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 36,600 43,180 43,180 5,057 8,384 15,696 44,908 74,046 △9,598 144,229

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 80 80 80     161

 剰余金の配当   △1,980 △1,980   △1,980

 中間純利益   5,660 5,660   5,660

 自己株式の取得     △7 △7

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

     

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

80 80 80 ― ― ― 3,679 3,679 △7 3,833

平成19年９月30日残高(百万円) 36,681 43,261 43,261 5,057 8,384 15,696 48,588 77,726 △9,606 148,063

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 12,192 19 12,212 318 156,760

中間会計期間中の変動額

 新株の発行     161

 剰余金の配当     △1,980

 中間純利益     5,660

 自己株式の取得     △7

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△4,283 △7 △4,290 82 △4,208

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△4,283 △7 △4,290 82 △374

平成19年９月30日残高(百万円) 7,909 12 7,921 400 156,386



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
(注) １ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分による配当2,018百万円及び平成18年11月の取締役会決議に

基づく配当1,097百万円であります。 

２ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本 

準備金

資本 
剰余金 
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益 
剰余金 
合計

圧縮
積立金

圧縮
特別勘定
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 36,122 42,703 42,703 5,057 2,909 3,223 15,696 38,015 64,902 △91 143,636

事業年度中の変動額    

 新株の発行 478 477 477     955

 圧縮積立金の積立     6,287 △6,287 ―   ―

 圧縮積立金の取崩     △813 813 ―   ―

 圧縮特別勘定積立金の積立     1,363 △1,363 ―   ―

 圧縮特別勘定積立金の取崩      △4,586 4,586 ―   ―

 剰余金の配当(注１)     △3,116 △3,116   △3,116

 役員賞与(注２)     △123 △123   △123

 当期純利益     12,383 12,383   12,383

 自己株式の取得       △9,506 △9,506

 株主資本以外の項目の  
 事業年度中の変動額(純額)

       

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

478 477 477 ― 5,474 △3,223 ― 6,892 9,143 △9,506 592

平成19年３月31日残高(百万円) 36,600 43,180 43,180 5,057 8,384 ― 15,696 44,908 74,046 △9,598 144,229

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 16,222 ― 16,222 ― 159,858

事業年度中の変動額  

 新株の発行     955

 圧縮積立金の積立     ―

 圧縮積立金の取崩     ―

 圧縮特別勘定積立金の積立     ―

 圧縮特別勘定積立金の取崩      ―

 剰余金の配当(注１)     △3,116

 役員賞与(注２)     △123

 当期純利益     12,383

 自己株式の取得     △9,506

 株主資本以外の項目の  
 事業年度中の変動額(純額)

△4,029 19 △4,009 318 △3,691

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△4,029 19 △4,009 318 △3,098

平成19年３月31日残高(百万円) 12,192 19 12,212 318 156,760



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式 

及び関連会 

社株式

移動平均法 

による原価 

法

(1) 有価証券

子会社株式 

及び関連会 

社株式

同左

(1) 有価証券

子会社株式 

及び関連会 

社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等

に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)

時価のないもの

移動平均法による原

価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2) デリバティブ 

  時価法

(2) デリバティブ

同左

(2) デリバティブ

同左

(3) たな卸資産

商品  売価還元法によ

る原価法

貯蔵品 先入先出法によ

る原価法

(3) たな卸資産

同左

(3) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

建物 定額法

その他の 

有形固定資産

定率法

 

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

定額法

ただし、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年以内)に基づく定額

法を採用しております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

(3) 投資不動産

建物 定額法

その他 定率法

(3) 投資不動産

同左

(3) 投資不動産

同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

当中間会計期間末現在

に有する債権の貸倒れ

による損失に備えるた

め、一般債権について

は貸倒実績率による計

算額を、貸倒懸念債権

等特定の債権について

は個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込

額を計上しておりま

す。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

期末現在に有する債権

の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権

については貸倒実績率

による計算額を、貸倒

懸念債権等特定の債権

については個別に回収

可能性を検討し、回収

不能見込額を計上して

おります。



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間会

計期間末において発生

していると認められる

額を計上しておりま

す。

過去勤務債務は、発生

時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数(３年)による定額

法により発生時から費

用処理しております。

また、数理計算上の差

異は、発生時の従業員

の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)

による定額法により発

生年度の翌事業年度か

ら費用処理しておりま

す。

(2) 退職給付引当金

同左

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当期末に

おいて発生していると

認められる額を計上し

ております。

過去勤務債務は、発生

時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数(３年)による定額

法により発生時から費

用処理しております。

また、数理計算上の差

異は、発生時の従業員

の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)

による定額法により発

生年度の翌事業年度か

ら費用処理しておりま

す。

(3) 役員退職慰労金引当金

取締役、監査役及び執

行役員の退任時の退職

慰労金の支払に備える

ため、会社規程に基づ

く当中間会計期間末要

支給額を計上しており

ます。

(3) 役員退職慰労金引当金

同左

(3) 役員退職慰労金引当金

取締役、監査役及び執

行役員の退任時の退職

慰労金の支払に備える

ため、会社規程に基づ

く期末要支給額を計上

しております。

(4) 役員賞与引当金

  取締役に対して支給す

る賞与は、通期の業績

を基礎として算定して

おります。当中間会計

期間においては、合理

的に見積もることが困

難なため計上しており

ません。

(4) 役員賞与引当金

同左

  

(4) 役員賞与引当金

  取締役に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基

づき当事業年度に見合

う額を計上しておりま

す。

(5) 債務保証損失引当金

  債務保証の履行による

損失に備えるため、合

理的な見積額を計上し

ております。

(5) 債務保証損失引当金

同左

(5) 債務保証損失引当金

同左

(6) 関係会社整理損引当金

  関係会社の事業整理に

伴い、将来負担するこ

ととなる損失に備える

ため、当該損失の見積

額を計上しておりま

す。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(7) 商品券回収損引当金

  商品券等が負債計上中

止後に回収された場合

に発生する損失に備え

るため、過去の実績に

基づく将来の回収見込

額を計上しておりま

す。

４ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、

為替予約が付されてい

る外貨建金銭債権債務

等については振当処理

を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

  ヘッジ手段

為替予約取引、為替

変動・金利変動リス

クを回避するための

スワップ取引及びオ

プション取引

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

  ヘッジ対象

外貨建営業債務及び

社債の支払金利

  ヘッジ対象

外貨建営業債務

  ヘッジ対象

外貨建営業債務及び

社債の支払金利

(3) ヘッジ方針

当社のリスク管理方針

に基づき、為替変動リ

スク及び金利変動リス

クをヘッジすることと

しております。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

ヘッジ手段及びヘッジ

対象について、毎決算

期末(中間期末を含む)

に個別取引毎のヘッジ

効果を検証し、ヘッジ

対象の資産または負債

とヘッジ手段について

元本、利率、期間等の

重要な条件が同一の場

合には、本検証を省略

することとしておりま

す。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同左

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



(会計処理の変更) 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(役員賞与に関する会計基準) 

当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号)を適用しております。

なお、役員賞与は通期の業績を基礎

として算定しており、当中間会計期

間において合理的に見積ることが困

難なため、計上しておりません。

(商品券回収損引当金に関する会計

基準) 

従来、未回収の商品券等について、

債務履行の可能性を考慮して一定の

期間が経過したときには、負債計上

を中止して、その発行価額を営業外

収益に計上してまいりましたが、

「租税特別措置法上の準備金及び特

別法上の引当金又は準備金並びに役

員退職慰労引当金等に関する監査上

の取扱い」(日本公認会計士協会監

査・保証実務委員会報告第42号 平

成19年４月13日)が公表されたのを

受け、当中間会計期間より、当該商

品券等が負債計上中止後に回収され

た場合に発生する損失に備えるた

め、過去の実績に基づく将来の回収

見込額を引当金として計上すること

としました。 

この変更により、当中間会計期間の

引当金繰入額367百万円は営業外費

用に、過年度の引当金繰入相当額

1,635百万円は特別損失に計上して

おります。 

これにより従来の方法によった場合

と比べ、経常利益は15百万円減少

し、税引前中間純利益は1,650百万

円減少しております。

(役員賞与に関する会計基準) 

当事業年度より、「役員賞与に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第

４号)を適用しております。これに

より従来の方法によった場合と比

べ、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益はそれぞれ93百万円減少

しております。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。従来の

「資本の部」の合計に相当する金額

は151,112百万円であります。な

お、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

(減価償却資産の償却方法に関する

会計基準) 

当中間会計期間より、法人税法の改

正((所得税法等の一部を改正する法

律 平成19年３月30日 法律第６

号)及び(法人税法施行令の一部を改

正する政令 平成19年３月30日 政

令第83号))に伴い、平成19年４月１

日以後に取得した減価償却資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。 

これにより従来の方法によった場合

と比べ、営業利益は32百万円、経常

利益及び税引前中間純利益は、それ

ぞれ33百万円減少しております。

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当事業年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)

を適用しております。従来の「資本

の部」の合計に相当する金額は

156,422百万円であります。なお、

財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における財務諸表は、改正後

の財務諸表等規則により作成してお

ります。

(ストック・オプション等に関する

会計基準等) 

当中間会計期間より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号)及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 終改正平成18年５月31

日 企業会計基準適用指針第11号)

を適用しております。これにより従

来の方法によった場合と比べ、営業

利益、経常利益及び税引前中間純利

益は、それぞれ79百万円減少してお

ります。

(ストック・オプション等に関する

会計基準等) 

当事業年度より、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第８号)及び「スト

ック・オプション等に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準委員

会  終改正平成18年５月31日 企業

会計基準適用指針第11号)を適用し

ております。これにより従来の方法

によった場合と比べ、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益は、そ

れぞれ318百万円減少しておりま

す。



次へ 

 
  

(表示方法の変更) 

  

 
  

(追加情報) 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(計上区分の変更) 

従来、提携百貨店等からのシステム

利用料収入は、システムの共同利用

を前提とした経費負担分として、販

売費及び一般管理費より控除して計

上してまいりましたが、当中間会計

期間よりその他の営業収入として計

上する方法に変更しました。これ

は、伊勢丹グループ10年ビジョンに

おいて、システム統合を中心とした

提携強化を戦略課題と定め、提携百

貨店等から得るシステム利用料収入

を営業活動の成果として位置づけた

ことに伴い、変更するものでありま

す。この変更により、その他の営業

収入は1,037百万円増加しておりま

すが、営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益に与える影響はござい

ません。

(計上区分の変更)

従来、提携百貨店等からのシステム

利用料収入は、システムの共同利用

を前提とした経費負担分として、販

売費及び一般管理費より控除して計

上してまいりましたが、当事業年度

より売上高として計上する方法に変

更しました。これは、伊勢丹グルー

プ10年ビジョンにおいて、システム

統合を中心とした提携強化を戦略課

題と定め、提携百貨店等から得るシ

ステム利用料収入を営業活動の成果

として位置づけたことに伴い、変更

するものであります。この変更によ

り、その他の営業収入は2,448百万

円増加しておりますが、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益に与

える影響はございません。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(中間貸借対照表関係) 

「投資不動産」は資産総額の100分の５を超えたため、

当中間会計期間末より区分掲記することとしました。な

お、前中間会計期間末は、投資その他の資産「その他」

に3,896百万円含まれております。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(減価償却資産の償却方法に関する

会計基準) 

当中間会計期間より、平成19年３月

31日以前に取得した減価償却資産に

ついては、償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５年間で均等償

却する方法によっております。 

これにより、営業利益は101百万

円、経常利益及び税引前中間純利益

は、それぞれ102百万円減少してお

ります。

(株式会社三越との経営統合につい

て)

詳細につきましては、「第５ 経理

の状況 １ 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結財務諸表 追加情報」

記載しております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

 

※１ 減価償却累計額

有形固定資産 100,731百万円

投資その他の 
資産

4,504

 
 

※１ 減価償却累計額

有形固定資産 102,040百万円

投資その他の
資産

5,861

 
 

※１ 減価償却累計額

有形固定資産 100,387百万円

投資その他の 
資産

5,205

 

２ 偶発債務

(1) 債務保証

下記の各社の金融機関よ

りの借入金に対して次の

債務保証を行っておりま

す。

２ 偶発債務

(1) 債務保証

下記の各社の金融機関よ

りの借入金に対して次の

債務保証を行っておりま

す。

２ 偶発債務

(1) 債務保証

下記の各社の金融機関よ

りの借入金に対して次の

債務保証を行っておりま

す。

 

百万円

㈱岩田屋 17,500

㈱小倉伊勢丹 4,000

㈱井筒屋 
ウィズカード

1,200

㈱マミーナ 11

合計 22,711

なお、㈱小倉伊勢丹に

対する債務保証額のう

ち1,503百万円について

は、債務保証損失引当

金を計上しておりま

す。

また、㈱伊勢丹トラベ

ルに対して２百万円の

代理店契約に伴う連帯

保証を行っておりま

す。

 

百万円

㈱岩田屋 14,300

㈱小倉伊勢丹 2,500

成都伊勢丹
百貨有限公司

476

合計 17,276

なお、㈱小倉伊勢丹に

対する債務保証額のう

ち417百万円について

は、債務保証損失引当

金を計上しておりま

す。

 

百万円

㈱岩田屋 15,900

㈱小倉伊勢丹 3,000

合計 18,900

なお、㈱小倉伊勢丹に

対する債務保証額のう

ち710百万円について

は、債務保証損失引当

金を計上しておりま

す。



次へ 

 

  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

(2) 経営指導念書

関係会社の借り入れ等に

対する念書1,351百万円

があります。その内訳

は、㈱静岡伊勢丹700百

万円、イセタン(タイラ

ン ド )Co.,Ltd.376 百 万

円、その他２社274百万

円であります。

(2) 経営指導念書

関係会社の借り入れ等に

対する念書843百万円が

あります。その内訳は、

㈱静岡伊勢丹400百万

円、イセタン(タイラン

ド)Co.,Ltd.440百万円、

その他１社２百万円であ

ります。

(2) 経営指導念書

関係会社の借入等に対す

る念書809百万円があり

ます。その内訳は、㈱静

岡伊勢丹400百万円、イ

セタン (タイランド )

Co.,Ltd.403百万円、そ

の他１社５百万円であり

ます。

※３ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負

債その他に含めて表示して

おります。

 

※３ 消費税等の取扱い

同左

※４ 貸出コミットメント

(1) 貸手側

当社は、関係会社との間に極度

貸付契約を締結しております。

当中間会計期間末における極度

貸付契約に係る貸出未実行残高

は次のとおりであります。

極度貸付契約 
の総額

20,485百万円

貸出実行残高 5,393

差引額 15,091百万円

※４ 貸出コミットメント

(1) 貸手側

当社は、関係会社との間に極度

貸付契約を締結しております。

当中間会計期間末における極度

貸付契約に係る貸出未実行残高

は次のとおりであります。

極度貸付契約
の総額

34,475百万円

貸出実行残高 17,335

差引額 17,139百万円

※４ 貸出コミットメント

(1) 貸手側

当社は、関係会社との間に極度

貸付契約を締結しております。

当事業年度末における極度貸付

契約に係る貸出未実行残高は次

のとおりであります。

極度貸付契約 
の総額

34,500百万円

貸出実行残高 14,132

差引額 20,367百万円

(2) 借手側

当社は、運転資金の効率的な調

達を行なうため取引銀行６行と

貸出コミットメント契約を締結

しております。

当中間会計期間末における貸出

コミットメントに係る借入未実

行残高等は次のとおりでありま

す。

特定融資枠契約

の総額
25,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 25,000百万円

(2) 借手側

当社は、運転資金の効率的な調

達を行なうため取引銀行６行と

貸出コミットメント契約を締結

しております。

当中間会計期間末における貸出

コミットメントに係る借入未実

行残高等は次のとおりでありま

す。

特定融資枠契約

の総額
25,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 25,000百万円
 

(2) 借手側

当社は、運転資金の効率的な調

達を行なうため取引銀行６行と

貸出コミットメント契約を締結

しております。

当事業年度末における貸出コミ

ットメントに係る借入未実行残

高等は次のとおりであります。

特定融資枠契約

の総額
25,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 25,000百万円



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 179百万円

受入家賃 1,949
  

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 276百万円

受入家賃 1,828
  

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 461百万円

受入家賃 3,734

 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 510百万円
(社債利息を含む)

  

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 597百万円
(社債利息を含む)

  

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 1,032百万円
(社債利息を含む)

 

※３ 特別利益の主要項目

関係会社貸倒
引当金戻入益

15百万円

関係会社事業 
売却益

1,319

   関係会社事業売却益は、紳士

服・婦人服の専門店であるバ

ーニーズニューヨークを事業

展開している㈱バーニーズジ

ャパンを譲渡したことに伴う

関係会社株式売却益641百万

円、固定資産等売却益677百

万円であります。
 

 

※３ 特別利益の主要項目

関係会社貸倒
引当金戻入益

20百万円

 
 

※３ 特別利益の主要項目

関係会社株式 
売却益

64百万円

関係会社貸倒 
引当金戻入益

30

   

 

※４ 特別損失の主要項目

関係会社貸倒
引当金繰入額

720百万円

   債務超過子会社に係る貸倒引

当金繰入額(961百万円)と当

該子会社に係る債務保証損失

引当金戻入益(241百万円)と

を相殺したものであります。  

※４ 特別損失の主要項目

関係会社貸倒
引当金繰入額

722百万円

関係会社
整理損

426

過年度商品券
回収損引当金
繰入額

1,635

   関係会社貸倒引当金繰入額

は、債務超過子会社に係る貸

倒引当金繰入額(1,015百万

円)と当該子会社に係る債務

保証損失引当金戻入益(293百

万円)とを相殺したものであ

ります。

 

※４ 特別損失の主要項目

固定資産  
減損損失

3,194百万円

関係会社貸倒 
引当金繰入額

1,213

  



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

当事業年度において、当社は

以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

東京都立川市 店舗等 建物 3,194

当社は、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位として、

主として店舗を基本単位とし

てグルーピングしておりま

す。営業活動から生ずる損益

が継続してマイナスである資

産グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、固定資

産減損損失(3,194百万円)とし

て計上しました。

 

※減損損失の内訳

立川店

3,194(内、建物3,194)百万円

なお、当資産グループの回収

可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、不動産鑑定

評価基準に基づいた不動産鑑

定士からの評価額を基準とし

ております。

 

５ 減価償却実施額

有形固定資産 2,818百万円

無形固定資産 319

投資不動産 665
  

５ 減価償却実施額

有形固定資産 3,034百万円

無形固定資産 668

投資不動産 658
  

５ 減価償却実施額

有形固定資産 5,710百万円

無形固定資産 854

投資不動産 1,366

※６ 中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期

において予定している圧縮積

立金の積立て及び取崩しを前

提として、当中間会計期間に

係る金額を計算しておりま

す。

※６     同左



前へ   次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 自己株式に関する事項 

 
(注) 増加の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 73,584 5,002,928 ― 5,076,512

平成18年８月25日開催の取締役会決議に基づく市場取引による増加 5,000,000株

単元未満株式の買取りによる増加 2,928株

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 5,080,342 4,173 ― 5,084,515

単元未満株式の買取りによる増加 4,173株

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 73,584 5,006,758 ― 5,080,342

平成18年８月25日開催の取締役会決議に基づく市場取引による増加 5,000,000株

単元未満株式の買取りによる増加 6,758株



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

借手側

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額

及び中間期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

借手側

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額

及び中間期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

借手側

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

器具及び 
備品

2,660 1,149 1,510

その他 2,699 1,092 1,607

合計 5,360 2,242 3,117

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

器具及び 
備品

2,936 1,383 1,552

その他 2,758 1,607 1,150

合計 5,694 2,991 2,703

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高 
相当額 

(百万円)

器具及び
備品

2,476 1,156 1,320

その他 2,723 1,334 1,389

合計 5,200 2,490 2,709

(注)取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。

(注)   同左 (注)取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してお

ります。

(2) 未経過リース料中間期末残

高相当額

１年内 1,065百万円

１年超 2,052

合計 3,117百万円

(2) 未経過リース料中間期末残

高相当額

１年内 1,076百万円

１年超 1,626

合計 2,703百万円

(2) 未経過リース料期末残高相

当額

１年内 1,027百万円

１年超 1,682

合計 2,709百万円

(注)未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

おります。

(注)   同左 (注)未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法に

より算定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却

費相当額

支払リース料 558百万円

減価償却費 
相当額

558

(3) 支払リース料及び減価償却

費相当額

支払リース料 562百万円

減価償却費
相当額

562

(3) 支払リース料及び減価償却

費相当額

支払リース料 1,103百万円

減価償却費 
相当額

1,103

(4) 減価償却費相当額の算定方

法
 リース期間を耐用年数と
し、残存価額を零とする定
額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方

法
同左

(4) 減価償却費相当額の算定方

法
同左

 

２ オペレーティング・リース取引

借手側

未経過リース料

１年内 466百万円

１年超 3,728

合計 4,194百万円
 

２ オペレーティング・リース取引

借手側

未経過リース料

１年内 466百万円

１年超 3,262

合計 3,728百万円

２ オペレーティング・リース取引

借手側

未経過リース料

１年内 466百万円

１年超 3,495

合計 3,961百万円

(減損損失について)
 リース資産に配分された減損損失
はないため、項目等の記載は省略
しております。

(減損損失について)

同左

(減損損失について)

同左



前へ   次へ 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  

  

区分
中間貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

子会社株式 5,984 13,160 7,176

計 5,984 13,160 7,176

区分
中間貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

子会社株式 8,406 15,021 6,614

計 8,406 15,021 6,614

区分
貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

子会社株式 5,984 16,804 10,819

計 5,984 16,804 10,819



(１株当たり情報) 

  

 
  

(注) １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、次

のとおりです。 

 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 688.74円 １株当たり純資産額 708.31円 １株当たり純資産額 710.78円

１株当たり中間純利益金額 32.27円 １株当たり中間純利益金額 25.71円 １株当たり当期純利益金額 55.81円

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益金額

32.11円
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益金額

25.65円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

55.53円

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益 
金額

中間(当期)純利益(百万円) 7,218 5,660 12,383

普通株式に帰属しない金額
(百万円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)
純利益(百万円)

7,218 5,660 12,383

普通株式の期中平均株式数
(千株)

223,692 220,148 221,898

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額

普通株式増加数(千株) 1,120 563 1,104

(うち新株予約権(千株)) (1,120) (563) (1,104)



前へ 

(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



(2) 【その他】 

第123期(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)中間配当についての取締役会決議 

 
(注) 平成19年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主または登録株式質権者に対し、支

払いを行います。 

  

(1) 中間配当の決議年月日 平成19年11月８日

(2) 中間配当金の総額 1,101百万円

(3) １株当たりの中間配当額 5円00銭

(4) 支払請求の効力発生日
及び支払開始日

平成19年11月30日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1) 自己株券買付 
状況報告書

報告期間 自 平成19年３月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年４月11日 
関東財務局長に提出。

(2) 半期報告書の 
訂正報告書 
(平成17年12月16日半期報告書の訂正報告書)

平成19年６月22日 
関東財務局長に提出。

(3) 有価証券報告書の 
訂正報告書 
(平成18年６月29日有価証券報告書の訂正報告書)

平成19年６月22日 
関東財務局長に提出。

(4) 半期報告書の 
訂正報告書 
(平成18年12月22日半期報告書の訂正報告書)

平成19年６月22日 
関東財務局長に提出。

(5) 有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第122期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年６月28日 
関東財務局長に提出。

(6) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第２号の２(新株予約権発行の決議)
の規定に基づく臨時報告書であります。

平成19年７月20日 
関東財務局長に提出。

(7) 臨時報告書の 
訂正報告書 
(平成19年７月20日臨時報告書の訂正報告書)

平成19年８月８日 
関東財務局長に提出。

(8) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第６号の３(株式移転が行われるこ
とが提出会社の業務執行を決定する機関に
より決定されたこと)の規定に基づく臨時
報告書であります。

平成19年８月23日 
関東財務局長に提出。

(9) 有価証券報告書の 
訂正報告書 
(平成19年６月28日有価証券報告書の訂正報告書)

平成19年９月14日 
関東財務局長に提出。

(10)臨時報告書の 
訂正報告書 
(平成19年８月23日臨時報告書の訂正報告書)

平成19年10月４日 
関東財務局長に提出。

(11)発行登録書(新株予約権証券)及びその添付書類 平成19年10月18日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 
 

  

平成１８年１２月２２日

株 式 会 社 伊 勢 丹 

 取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  

私どもは、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社伊勢丹の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成１８年４月１日

から平成１８年９月３０日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間連結財務

諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。私どもは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社伊勢丹及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間(平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は提携百貨店からのシステム利用料収入の計上区分を変更した。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 

以  上 

  

 

み す ず 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  川 口   勉

指定社員
業務執行社員

公認会計士  永 澤 宏 一

霞 が 関 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  剱 持 俊 夫

指定社員
業務執行社員

公認会計士  小 林 和 夫

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月21日

株式会社伊勢丹 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社伊勢丹の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借

対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社伊勢丹及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より、商品券回収損引当金を計上し

ている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  前  原  浩  郎  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  長  坂     隆  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  永  澤  宏  一  ㊞

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 
 

  

平成１８年１２月２２日

株 式 会 社 伊 勢 丹 

 取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  

私どもは、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社伊勢丹の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１２２期事業年度の中間会計期間(平成１８年４月１

日から平成１８年９月３０日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本

等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場か

ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表

には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査

手続を適用して行われている。私どもは、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社伊勢丹の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成１８年４月１

日から平成１８年９月３０日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は提携百貨店等からのシステム利用料収入の計上区分を変更した。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 

以  上 

  

 

み す ず 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  川 口   勉

指定社員
業務執行社員

公認会計士  永 澤 宏 一

霞 が 関 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  剱 持 俊 夫

指定社員
業務執行社員

公認会計士  小 林 和 夫

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月21日

株式会社伊勢丹 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社伊勢丹の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第123期事業年度の中間会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社伊勢丹の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より、商品券回収損引当金を計上してい

る。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  前  原  浩  郎  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  長  坂     隆  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  永  澤  宏  一  ㊞

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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